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ごあいさつ 

 

 長野市バイオマス産業都市構想の策定にあたり、一言ごあいさつ

を申し上げます。 

本市は、長野県の北部に位置し、古くから国宝善光寺の門前町・

北国街道の宿場町として、また、川中島合戦場・真田十万石の城下町

松代の史跡や飯綱高原のあふれる自然にも恵まれ、栄え親しまれてきま

した。 

また、平成 10年には、冬季オリンピック・パラリンピックを環境五輪として開催し、

国際的な知名度が向上したほか、多くの有形無形の財産が今日に引き継がれています。 

本市の産業の特徴としては、食品産業や、りんご、桃といった果樹生産、菌床きのこ栽

培などが盛んであるほか、森林面積が市域の約６割を占めるなど、豊富なバイオマスを有

しており、これらの活用に着目したバイオマスタウン構想を平成 21 年度に策定し、更に

平成 22年度には、産学官で構成する長野市バイオマスタウン構想推進協議会を発足し、

市内のバイオマスによる資源循環の推進を図ってまいりました。 

また、令和元年東日本台風の大雨は、市域を流れる千曲川の決壊を引き起こし、本市も

甚大な被害を受けましたが、このような気象災害の増加は、地球温暖化が要因と言われて

おり、国や長野県とともに、本市が 2050ゼロカーボンの実現を目指す、強い動機付けと

なりました。 

こうした背景の下、本市ではバイオマスタウン構想を発展させ、今年度、バイオマス産

業都市構想を策定し、バイオマス産業都市に認定されることを目指して国へ申請すること

といたしました。 

更に、令和３年５月には、ＳＤＧｓの達成に向けて優れた取組を提案する自治体を国が

選定する「ＳＤＧｓ未来都市」に本市が選定されました。国への提案には、「長野地域バ

イオマス共生圏の構築」を先導的取組として掲げており、バイオマス産業都市の実現をＳ

ＤＧｓ達成の推進力とする本市の取組が評価されたものと感じております。 

今後、バイオマス産業都市構想で計画された事業を推進し、本市の産業発展と農林業の

振興を図るとともに、環境五輪の精神を継承し、2050ゼロカーボンの実現、ＳＤＧｓの

達成を目指し、本市周辺の８市町村とともに形成する長野地域連携中枢都市圏全体で、持

続可能な地域づくりをさらに進めていきます。 

最後に、本構想の策定にあたり、他分野に渡る皆様から多くのご協力とご助言を賜りま

したことを、この場をお借りして厚くお礼申し上げます。 

 

長野市長 加 藤 久 雄 
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1 地域の概要 

1.1 対象地域の範囲 

本構想の対象地域の範囲は、長野県長野市とします。 

なお、長野市は、近隣の８市町村（須坂市、千曲市、坂城町、小布施町、高山村、信

濃町、小川村、飯綱町）と連携し、人口減少下における様々な地域の課題に対し、合併に

よらず、スクラムを組んで「お互いの強みを活かし、弱みを補う」ことにより、持続可能

な地域社会を創生するとともに、圏域全体を活性化し発展させていくことを目的に「長野

地域連携中枢都市圏構想（長野地域スクラムビジョン）*」を推進しています。 

         

 

図１ 長野市及び長野地域連携中枢都市圏の位置関係 

 

1.2 作成主体 

本構想の作成主体は、長野県長野市としますが、将来的には本構想内の事業を長野地域

連携中枢都市圏内の市町村にも波及させていくことを目指します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

地図、位置図、都市計画図、等 

 

長野市 

* 圏域の中心都市が近隣の市

町村と連携し、人口減少・少子

高齢化社会においても一定の

圏域人口を有し、活力ある社会

経済を維持するための拠点を

形成することを目的とする。長

野市を中心都市として、長野広

域連合構成市町村が構想を推

進している。 

資料：長野地域スクラムビジョン 
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1.3 社会的特色 

1.3.1 歴史・沿革 

本市は、北アルプスに源を発する犀川の扇状地と千曲川の沖積地によって形成された肥

沃な長野盆地に位置し、古くから善光寺の門前町として日本全国から親しまれてきました。 

善光寺は飛鳥時代、本田善光により阿弥陀如来像が安置されたのが始まりとされていま

す。以来、旅籠、商家などが集まった門前町の町並みが形成され、 北国街道の宿場町も兼

ねた商業都市として発展してきました。 

明治 30年（1897年）、市制施行により県内初めての市として本市が誕生し、県庁等の官

公庁が置かれたことにより、政治、経済の中心として、また、信越線等の整備により交通

の要衝としても発展してきました。 

大正 12年（1923年）には、近隣４町村を編入合併、昭和 29年（1954年）に近隣 10村

を編入合併、昭和 41 年（1966 年）には２市３町３村の大合併により市域が拡大し、善光

寺平の中心都市へと成長しました。 

こうした都市の拡大・発展の中で平成 10年（1998年）には第 18回オリンピック冬季競

技大会、第７回パラリンピック冬季競技大会が開催され、国際都市へと躍進しました。 

その後、平成 17年（2005年）に豊野町、戸隠村、鬼無里村、大岡村を、平成 22年（2010

年）には、隣接する信州新町、中条村を編入合併し、人口 38万人余、面積 83,481haの新

長野市が誕生しました。 

しかし、右肩上がりの経済成長時代から安定成長時代に移り、人口減少とともに少子高

齢化社会の到来、国と地方の関係の見直しや厳しい地方財政状況など、最近の社会経済環

境は大きく変化しています。このような従来にはない変化に的確に対応し、継続的な発展

に向けた総合的かつ計画的な行政運営の指針として、長期的な展望を示すために、平成 29

年度に第五次長野市総合計画を策定しました。平成 29年度から令和８年度までの 10年間

の基本構想として、本市の将来の都市像「幸せ実感都市『ながの』～“オールながの”で

未来を創造しよう～」の実現に向けて、①市民の「幸せ」の実現、②「持続可能な」まち

づくりの推進、③「長野市らしさ」の発揮と「まちの活力と魅力」の創出に取り組んでい

ます。 

 

1.3.2 人口 

本市の年齢別の階層別人口の推移は図２のとおりであり、近年は横ばいから減少傾向に

あり、令和 27年には、現在より約２割の減少が予想されています。世代別では 65歳以上

の人口が増加傾向です。一方で 15 歳未満の人口は減少し続けており、長野市でも少子高

齢化が進んでいます。 
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表１ 長野市の年齢別人口・世帯数（令和２年４月時点） 

 

 

 
 

図２ 年齢別・階層別人口及び世帯数の推移及び将来人口予測 

 

 

図３ 長野市の年齢人口ピラミッド 

0～14 歳 15～64 歳  65 歳以上

人　数 373,971 46,257 216,902 110,812

割　合(%） 100 12.4 58.0 29.6

161,472

区分 人口
年齢別

世帯数

資料：長野市住民基本台帳、長野市将来人口推計結果表 

令和２年 4月 1日時点  資料：長野市住民基本台帳 

資料：長野市住民基本台帳 
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1.4 地理的特色 

1.4.1 位置 

本市は、本州の中央部長野県の北部に位置し、妙高戸隠連山国立公園の飯縄山、戸隠山、 

黒姫山（信濃町）等の北信五岳を背景に、東西約 36.5km、南北約 41.7 km、面積は 83,481ha

を有し、市域の最高地は高妻山頂の 2,353ｍ、最低地は豊野町浅野地区の 327.4 ｍとなっ

ています。 

市域での標高差は、実に 2,025.6 ｍもあり、そのうち標高 600ｍ以下の土地が約 60%（県

平均 11.5％）を占めています。 

本市の地形は大きく区分すると、中心にある長野盆地とその西側の西部山地、東側の東

部山地の３地域に分けられます。 

西部山地山麓線には、聖川扇状地、犀川扇状地、裾花川扇状地、浅川扇状地の４つの扇

状地が南から北へと並んでいます。 

東部山地の地形は西部山地に比べて急峻な壮年期の地形で、その山脚は盆地に向かって

半島状に突き出し、千曲川の氾濫原や支流の扇状地下に没しています。 

 

 
図４ 長野市域の地形概観 
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1.4.2 交通体系 

本市の交通体系は、以下のとおりです。 

①  道路 

上信越自動車道・長野自動車道により、北は上越方面、南は松本・名古屋方面や上田・

東京方面と結ばれ、各方面からの自動車による移動時間が大幅に短縮されています。 

市内へのアクセスは現在、市内の長野ＩＣと須坂長野東ＩＣの２つのインターチェン

ジ及び信州中野ＩＣ、小布施スマートＩＣと更埴ＩＣから可能となっています。 

なお、長野ＩＣと須坂長野東ＩＣの間に、新たに（仮称）若穂スマートＩＣの整備が、

令和２年度に事業化されました。このＩＣが完成した場合は、市内の３つのインターチ

ェンジからアクセスすることが可能となります。 

市内中心部では、南北から国道 18 号が、西方向から国道 19 号が交わっているほか、

国道 117号、国道 403号、国道 406号が市内を通過しています。 

 

②  鉄道・バス 

平成９年（1997年）に開通した北陸新幹線（長野経由）は長野～東京間を約 1.5時間

で結んでいましたが、平成 27 年（2015 年）春に長野～金沢間が開通し、便数が増える

とともにより、首都圏に加えて北陸方面とのアクセス利便性が大きく高まっています。 

また、ＪＲ在来線では、篠ノ井線が松本方面に、飯山線が飯山方面にそれぞれ伸びて

います。 

私鉄線は、長野電鉄長野線としなの鉄道線及び北しなの線があります。 

市内の路線バスは、アルピコ交通と長電バスにより運行され、その他、市営バスや循

環バス、乗合タクシーが運行されています。 

なお、鉄道やバスの乗車人員は、自動車の普及や人口減少などの影響により年々減少

傾向にあります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図５ 長野市へのアクセス 
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1.4.3 気候 

本市は、長野盆地のほぼ中央部とその周囲の山地を占め、気候としては犀川をはさんで、

北部は日本海側、南部は太平洋側の影響を受けやすく、気候上の地域差が大きいのが特長

です。 

また、四方を山に囲まれているため、寒暖の差が大きく、降水量は少ない、いわゆる内

陸的な気候です。しかし、冬の降雪量は、平年値（昭和 56年（1981年）～平成 22 年（2010

年）の統計値）で 170.1cmと、比較的多くなっています。 

 

図６ 長野地方気象台(1981年〜2010年の気候) 

 

〇令和元年東日本台風災害 

令和元年 10 月６日に南鳥島近海で発生した令和元年東日本台風は、10 月 10 日から 13

日にかけて日本に接近・通過をし、広い範囲で大雨、暴風、高波、高潮をもたらしました。 

本市においても、記録的な大雨となり、千曲川の堤防が決壊するとともに、各地で越水

や内水氾濫が起こり、大規模な被害を受けました。 
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 【大雨の要因】(長野市災害復興計画<令和元年東日本台風関連>から抜粋） 

   台風経路の左側にあたる東日本から東北地

方を中心に記録的な大雨となった特徴的な降

水量分布は、温帯低気圧に構造が変化する過

程でみられる、大陸の高気圧の本州付近への

張り出しに伴う比較的低温の空気と北上する

台風周辺の暖かく湿った空気との間で前線が

形成、強化されたことが原因です。 

千曲川流域では、主に前線の影響により大

雨となったと考えられます。 

なお、今後は、地球温暖化に伴う気候変動による大雨や台風の発生の変化についても、

課題として認識しておく必要があります。 

国土交通省によると、日本における大雨の発生数が長期的に増加傾向にあるのは、地球

温暖化が影響している可能性があり、地球温暖化が今後進行した場合、更に大雨の発生

数は増加すると予測されています。 

さらに、21 世紀末頃を想定した気象庁の地域気候モデルによる地球温暖化予測実験で

は、「日降水量100㎜以上などの大雨の発生数が日本の多くの地域で増加する」とともに、

「６月から９月に現在よりも降水量が増加する」という予測結果が出ていることから、

集中豪雨や台風が多発する夏季の防災が大きな課題となってくると考えられます。 

また、台風の関係では、気象庁気象研究所や財団法人地球科学技術総合推進機構を中心

とする研究グループによる 21世紀末頃を想定した温暖化予測実験によると、全球的な熱

帯低気圧の発生数は、再現実験における発生数よりも 30％程度減少する一方、海上（地

上）の最大風速が 45m/s を超えるような非常に強い熱帯低気圧の出現数は、地球温暖化

に伴い増加傾向にあるとされており、災害が全体として激化することが想定されます。 

 

1.4.4 面積 

本市の面積は 83,481ha、そのうち山林及び原野で 51%、宅地が 8%、田及び畑で 13%を占

めています。 

 

図７ 土地利用状況（令和元年度） 

資料：固定資産税概要調書 
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1.5 経済的特色 

1.5.1 産業別人口 

本市の産業別の就業人口の推移を見ると、 

第 1次産業は、減少傾向で全体の 6.1%を占めています。 

第 2次産業は、平成 22年には減少しましたが、平成 27年には微増に転じており、全体

の 22%を占めています。 

第 3次産業は、ほぼ横ばい状態で全体の 68%を占めています。 

全就業者数も減少傾向にあります。 

 

 

図８ 産業別就業人口の推移 

 

表２ 産業別就業人口の推移 

 
 

人 比率 人 比率 人 比率

農　業 15,202 7.8 12,251 6.3 11,298 5.9

林　業 187 0.1 294 0.2 292 0.2

漁　業 4 0.002 3 0.002 3 0.0

鉱　業 38 0.02 56 0.03 49 0.0

建設業 17,193 8.8 15,819 8.1 15,457 8.1

製造業 26,372 13.5 24,401 12.5 25,903 13.6

130,693 67.1 128,977 65.9 130,419 68.3

5,211 2.7 14,007 7.2 7,539 3.9

194,900 100 195,808 100 190,960 100

平成27年

第2次産業

第3次産業

分類不能

総就業人口

年 平成17年 平成22年

単位

第1次産業

資料：国勢調査 

資料：国勢調査 
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1.5.2 事業所数 

本市には 19,132の事業所があり（平成 28年）、産業大分類別の内訳を見ると「卸売業、

小売業」「サービス業」が多く、両者を合わせると全体の 68%を占めます。 

「卸売業、小売業」の中では飲料食品小売業が約 18%を占めています。 

「サービス業」の中では飲食店が最も多く、約 22%を占めています。 

事業所数は、ほぼ全業種において平成 26年から減少しています。 

 

 

 
図９ 業種別事業所数（平成 28年） 

 

 

 

 

図 10 業種別事業所数の推移（平成 26年〜28年） 

  

資料：経済センサス 

資料：経済センサス 
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1.5.3 農業 

本市の農業は、恵まれた自然条件と都市近郊型農業の利点を生かし、果樹・野菜・きの

こ等園芸作物を中心に、市民や周辺地域、大都市圏に新鮮な食料を供給する重要な役割を

果たしながら発展してきました。 

本市の農業産出額は、204億円（平成 30年推計値）、そのうち果樹が 92億円、栽培きの

こが 62億円、野菜が 20億円などで、果樹が全体の 45%、栽培きのこが全体の 31％を占め

ます。 

長野県は、「りんご」の生産量が全国２位ですが、長野市は、その 22%*のシェアを占め

ています。 

また、長野県は、「えのきたけ」「ぶなしめじ」「エリンギ」の生産量が全国１位ですが、

長野市は各々県内で 13%、12%、40%（推計値）のシェアを有しています。 

農業系バイオマスでは「りんごの搾りかす」や「きのこの廃培地」などが多く、発生量

については生産状況から減少傾向であると推察できます。 

 

* 平成 18年農林水産省 

  

図 11 農業産出額 

 

 

 

 

 

資料：長野市の農林業 



11 

 

1.5.4 林業 

本市の森林面積は、令和２年４月現在で 52,466haであり、市域総面積 83,481haの 62.8%

が森林です。特に、平成 17年および平成 22年に、戸隠村、鬼無里村、大岡村、信州新町、

中条村などの中山間地域が編入合併したことによって、森林面積が増加しており、それら

の地域の森林整備、木材活用の重要性が高まってきました。 

森林のうち、私有林が 67％、市有林が９%、国有林が 21%、県有林が３%です。 

また、民有林の樹種別面積では 48%が針葉樹であり、その内訳はスギ 47%、カラマツ 37%、

アカマツ 14%、ヒノキ２%の順であり、戦後に植栽された人工林が利用可能な時期を迎えて

います。 

施業は、平成 21～31年の 11年間に 5,469ha（年平均 497ha）で間伐が実施されました。 

また、平成 31年度には、206ha（令和元年東日本台風災害の影響を受けたため例年より

少ない）で間伐が実施され、うち、66ha が搬出間伐、搬出量が 6,867 ㎥となっており、

6,867 ㎥×0.8ｔ/㎥（重量換算）＝5,494ｔ/年が、製材利用、土木資材やチップ、ペレッ

トとして利用されています。 

本市では、長野森林組合をはじめとする７者の認定林業事業体を中心に森林の保育及び

素材生産を行っています。 

高性能林業機械の導入も進みつつあり、フォワーダ、プロセッサ、スイングヤーダ等 51

台が配備されています。  

木材市場としては長野県森林組合連合会の北信木材センターが市街地北東部に位置し、

木材流通の要となっています。 

また、北部の浅川では未利用材等の木質バイオマスを利用した発電施設が稼働していま

す。 

 

 

図 12 森林面積の保有者形態別割合（令和２年） 

資料：長野市森林整備計画書 
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図 13－1 長野市民有林間伐面積の推移 

 

図 13－2 長野市国有林間伐面積の推移 

 

 

 
木質バイオマス発電所 

資料：長野市森林農地整備課資料 

資料：林野庁中部森林管理局資料 
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1.5.5 商業 

本市の小売業の事業所数は、平成 28年で 3,235であり、事業所数は平成９年以降、減少

傾向にあります。年間商品販売額は平成 24年まで減少傾向でしたが、平成 26年以降は増

加傾向に転じています。 

 

表３ 商業の動向表 

 

資料：商業統計調査、経済センサス 

 

 

 

図 14 商業の動向グラフ 

事業所数 従業者数 年間商品販売額

（箇所） （人） （億円）

H 3年 4,309 20,576 4,696

H 6年 4,162 21,956 4,865

H 9年 4,128 23,105 5,408

H 11年 4,002 26,351 5,066

H 14年 3,806 24,741 4,756

H 16年 3,672 24,674 4,679

H 19年 3,524 25,241 4,484

H 24年 3,296 23,407 3,905

H 26年 3,336 24,435 4,290

H 28年 3,235 24,391 4,935

資料：商業統計調査、経済センサス 
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1.5.6 工業（製造業） 

本市の製造業は、食料品、出版・印刷、電子デバイス・情報通信機器関連などを中心に

発展を続けてきましたが、平成９年以降、生産拠点の海外移転が進み、雇用の減少や地域

中小企業製造業の衰退という問題が生じました。 

しかしながら、平成 15年以降は全国的な景気回復が続き、設備投資なども好調なことか

ら、投資意欲の高まりとともに製造品出荷額も増加基調となり、本市においても、同様の

傾向が見られました。その増加基調も、平成 20年９月のリーマンショックを起因とした景

気低迷や円高傾向に加え、平成 23 年３月の東日本大震災などの影響や少子高齢化による

人材不足などにより、市内の工業事業所数は年々減少の傾向が続いています。 

一方で、昨今の IT技術の進歩・デジタル化の動きにともない、平成 26年度以降、情報

通信機械の製造品出荷額の増加が見られますが、令和元年からの新型コロナウイルスの感

染拡大の影響もあり、令和２年度以降の製造業の動向には引き続き注視が必要です。 

食料品の製造出荷額が多いことから、廃棄物系のバイオマスとして、食品の製造段階の

加工残渣や食べ残し等の食品廃棄物の発生などが多いと予想されます。 

 

 

 

図 15 製造品出荷額等の推移グラフ 

  

資料：工業統計調査 
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図 16 工業の動向グラフ 

 

表４ 製造品出荷額等の推移（単位：億円） 

 
 

H16年 H17年 H18年 H19年 H20年 H21年 H22年 H23年 H24年 H25年 H26年 H27年 H28年 H29年

総　数 4,019 4,331 4,657 4,903 4,692 4,141 4,364 3,435 4,090 4,210 4,388 5,801 5,506 5,661

食料品 819 830 801 811 838 853 816 820 871 827 879 1,065 1,148 1,106

飲料・たばこ 94 98 104 111 92 102 73 87 32 90 92 94 89 107

繊維工業品 37 30 29 28 23 26 22 21 23 23 24 29 28 23

木材・木製品 36 31 32 31 32 23 20 23 24 22 24 31 25 20

家具・装備品 23 24 20 20 21 30 16 14 10 10 11 20 21 20

パルプ・紙 98 101 99 111 120 122 113 109 86 89 89 109 123 129

印 刷 498 493 477 491 448 423 396 343 344 326 332 309 327 319

化学工業製品 56 82 83 92 82 61 61 63 57 56 59 56 60 59

石油製品・石
炭製品

X 11 14 13 13 X 16 19 X 15 X X X X

プラスチック
製品

43 49 49 48 51 79 52 85 96 109 57 84 61 60

ゴム製品 X X X X X X X X X X X X X X

窯業・土石 59 99 109 114 102 84 106 101 87 88 108 92 93 100

鉄　鋼 114 142 135 170 204 104 160 185 182 166 181 164 191 X

非鉄金属 26 X X X X X 29 36 38 X 33 41 X 19

金属製品 201 206 203 236 216 282 160 104 207 252 298 321 288 335

はん用機械 437 564 631 636 155 84 127 145 163 170 184 229 216 336

生産用機械 - - - - 488 215 322 264 284 320 421 400 445 476

業務用機械 93 101 102 63 96 25 20 20 22 24 22 34 34 22

電子部品・デ
バイス

595 717 1,017 998 813 706 977 723 734 789 719 773 674 660

電気機械 82 99 97 173 153 180 209 43 111 94 98 93 91 97

情報通信機械 583 515 498 590 575 547 504 68 537 541 577 1,656 1,388 1,363

輸送用機械 60 59 65 69 73 48 60 74 68 62 55 55 60 65

その他製品 49 45 46 55 59 109 99 87 96 97 111 111 106 111

資料：工業統計調査 
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1.5.7 観光 

本市の観光は、善光寺一点通過型の観光から脱却し、滞在型の観光地を目指して、各地

域のブランド化を図るとともに、それぞれの地域と行政・観光協会等の関係機関が連携

し、全市横断的な観光キャンペーンを実施し、集客力の向上とリピーターの増加を目指し

てきました。 

観光地利用者数は約 1,000万人ですが、善光寺の御開帳の年(平成 21年、平成 27年、

数え年で７年に１度の盛儀)には 500万人増加し、1,500万人に達します。 

平成 27年春に新幹線が金沢まで延伸したことにより、首都圏のみならず、北陸方面や

関西方面も有力なターゲットエリアになってくることが期待され、首都圏からの観光客の

通過点とならないようにすることと、いかにして北陸や関西方面からの誘客を図るかが課

題です。 

 

 

図 17 長野市の観光地利用者数の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：長野県観光地利用者統計調査 
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1.5.8 地域経済循環 

本市の経済循環分析結果は、図 18-1、2のとおりです。買物や観光等で約 390億円が

流入しているものの、ほぼ同じ約 394億円がエネルギー代金として域外に流出しているこ

とから、地産地消を進めることが重要であることがわかります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 18－1 地域の所得循環構造 
出典：長野市の地域経済循環分析【2015年度版】 
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図 18－2 地域の所得循環構造 

 出典：長野市の地域経済循環分析【2015年度版】 
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1.6 再生可能エネルギーの取組（発電事業） 

本市における再生可能エネルギーの取組（発電事業）は、令和元年度末現在、本市が把

握しているもので 10,714 件、出力数合計約 162,662kW です。そのうち、バイオマス発電

は、10,973kW、太陽光発電は、52,060kW（うち、長野市補助件数 10,621件、49,986kW）（FIT

数値では、145,316kW）、水力発電は、99,629kWです。 

これ以外にも、市内では民間事業者による再生可能エネルギー発電事業（主に太陽光発

電）が多数実施されております。 

 

表５ 再生可能エネルギー発電施設の設置状況（1/4） 
再生可能 
エネルギー 
の種類 

施設名称等 
発電能力 
（kW） 

設置主体 設置年度 

バイオマス 
発電 

長野広域連合ごみ焼却施設（ながの環境エ
ネルギーセンター）（廃棄物発電） 

7,910 長野広域連合 H30 

いいづなお山の発電所（木質燃焼発電） 2,800 民間 H17・H25 

㈱みすずコーポレーション 250 民間 H25 

奥裾花自然園（BDF発電） 13 市 H29 

小計 10,973   

太陽光発電 

（長野市補助実績）個人住宅、共同住宅・
事業所・集会所等 

49,986.46 個人・民間等 H11～ 

市
有
施
設 

共和小学校 10 市 H17 

篠ノ井西小学校 10 市 H21 

城東小学校 19 市 H21 

柳原小学校 19 市 H21 

下氷鉋小学校 19 市 H21 

裾花小学校 19 市 H21 

保科小学校 19 市 H22 

城山小学校 19 市 H23 

三輪小学校 19 市 H23 

川中島小学校 19 市 H25 

青木島小学校 19 市 H25 

松代小学校 19 市 H25 

安茂里小学校 30 市 H25 

吉田小学校 50 市 H25 

通明小学校 50 市 H26 

昭和小学校 50 市 H27 

下氷鉋小学校 30 市 H28 

芹田小学校 20 市 H29 
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再生可能エネルギー発電施設の設置状況（2/4） 
再生可能 
エネルギー 
の種類 

施設名称等 
発電能力 
（kW） 

設置主体 設置年度 

太陽光発電 

市
有
施
設 

豊栄小学校 体育館 30 市 H28 

西条小学校 体育館 20 市 H28 

豊野中学校 10 市 H23 

西部中学校 19 市 H23 

篠ノ井西中学校 19 市 H23 

裾花中学校 19 市 H23 

東部中学校 19 市 H25 

櫻ヶ岡中学校 26 市 H26 

柳町中学校 50 市 H26 

篠ノ井東中学校 50 市 H27 

三陽中学校 50 市 H28 

東北中学校 50 市 H28 

七二会中学校 体育館 40 市 H28 

長野高等学校 19 市 H21 

塩崎保育園 10 市 H20 

西部保育園 10 市 H21 

東部保育園 10 市 H21 

柳町保育園 10 市 H21 

寺尾保育園 10 市 H21 

戸隠保育園 10 市 H22 

象山保育園 7 市 H23 

安茂里保育園 20 市 H27 

皐月保育園 5 市 H29 

長野市役所第一庁舎 20 市 H27 

浅川支所 15 市 H23 

信州新町支所 20 市 H26 

更北支所 10 市 H30 

芹田支所 10 市 H31 

資源再生センター 30 市 H21 

保健所 40 市 H21 

松代保健センター 10 市 H21 

真島保健センター 10 市 H21 

柳原総合市民センター 10 市 H21 
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再生可能エネルギー発電施設の設置状況（3/4） 
再生可能 
エネルギー 
の種類 

施設名称等 
発電能力 
（kW） 

設置主体 設置年度 

太陽光発電 

市
有
施
設 

古里総合市民センター 15 市 H21 

大豆島総合市民センター 15 市 H24 

大豆島児童センター 10 市 H23 

篠ノ井総合市民センター 50 市 H31 

篠ノ井公民館塩崎分館 5 市 H22 

更北公民館 15 市 H23 

川中島町公民館 40 市 H25 

更北体育館 20 市 H25 

信州新町体育館 15 市 H26 

大豆島体育館 20 市 H28 

奥裾花自然園 3.6 市 H29 

南長野運動公園総合球技場 47 市 H26 

篠ノ井中央公園 10 市 H24 

大峰斎場 50 市 H26 

松代斎場 40 市 H27 

中央消防署安茂里分署 10 市 H20 

篠ノ井消防署 10 市 H21 

篠ノ井消防署更北分署 10 市 H23 

中央消防署東部分署 10 市 H24 

新中央消防署 15 市 H28 

県
有
施
設 

長野県企業局川中島庁舎 20 県 H16 

長野工業高等学校 2.72 県 H8 

長野技術専門学校 2 県 H16 

長野県障がい者福祉センター 20 県 H23 

長野県警察学校 40 県 H22・H24 

長野県消防学校 50 民間 H28 

国立大学法人 信州大学 工学部 400 国立大学法人 
構内複数個所に

順次設置 

小計 52,060   

FIT数値* 145,316  R元年度末 

水力発電 

大岡浅刈小水力発電所 6.7 市 H19 

奥裾花自然園 2.6 市 H30 

裾花発電所 14,600 県 S44 

＊FIT認定を受けた稼働施設。よって、小計と値が異なる。（小計は売電有無を分けていないため、数値は重複も有り得る） 
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再生可能エネルギー発電施設の設置状況（4/4） 
再生可能 
エネルギー 
の種類 

施設名称等 
発電能力 
（kW） 

設置主体 設置年度 

 

奥裾花発電所 1,700 県 S54 

奥裾花第２(水芭蕉)発電所 980 県 H29 

里島発電所 3,500 民間 S11 

里島発電所（農業用水） 40 民間 H28 

笹平発電所 14,700 民間 S29 

小田切発電所 16,900 民間 S29 

平発電所 15,600 民間 S32 

水内発電所 31,600 民間 S18 

小計 99,629   

合計 162,662   

                                        資料：長野市環境白書 等 

表６ 再生可能エネルギー導入量(発電)の推移 

年度 
バイオマス発電 

（kW） 

太陽光発電*1 

（kW） 

水力発電 

（kW） 

平成 15年度まで  1,870.5 98,600 

平成 16年度  963.63  

平成 17年度 1,300 765.61  

平成 18年度  862.19  

平成 19年度  415.32 6.7 

平成 20年度  555.64  

平成 21年度  2,593.03  

平成 22年度  4,345.89  

平成 23年度  5,674.41  

平成 24年度  7,120.61  

平成 25年度 1,750 6,717.26  

平成 26年度  4,840.18  

平成 27年度  3,405.65  

平成 28年度  3,275.51 40 

平成 29年度 13 2,641.12 980 

平成 30年度 7,910 2,718.56 2.6 

平成 31年度  2,894.67  

合 計 

（FIT数値*2） 

10,973 

 

51,660 

（145,316） 

99,629 

 

＊1本市で把握している設備の導入量の推移。信州大学工学部 400kWの導入年が不明のため、ここには含んでいない。 

＊2 令和元年度末の FITの設備導入容量。 

資料：長野市環境白書 等 
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表７ 再生可能エネルギー平成 31年度発電量（参考）*1 

施設名称 
バイオマス発電 

（kWh） 

太陽光発電*2 

（kWh） 

長野広域連合ごみ焼却施設（ながの環
境エネルギーセンター）（廃棄物発電） 

40,352,720 

 
いいづなお山の発電所（木質燃焼発電） 24,674,487 

㈱みすずコーポレーション 1,491,651 

奥裾花自然園（BDF発電） 855 

合計*3 66,519,713 152,727,116 

 *1水力発電は、実績が把握できないため除外 

*2全施設を把握することが困難のため、FIT導入容量に、1施設当たり年間稼働時間 1,051h/年(仮定)を乗じた値 

 *3一世帯あたりの電力の年間消費量が約 4,000kWhのため、約 5.5万世帯分の電力量に相当 

 

 

 

 市有施設への再生可能エネルギー導入の取組 

平成 28年 1月から利用が始まった市役所第一庁舎及び長野市芸術館は、耐震性能だけでなく環境面

でも優れた施設となっており、旧庁舎と比較して単位面積当たりの CO2排出量を 40％削減していま

す。 

具体的には、太陽光発電、高効率照明、BEMSの導入の他、地中熱や井水・雨水の活用も盛り込まれ

た施設となっています。 

 

 

  

環境にやさしい庁舎 

長野市役所第一庁舎 

太陽光発電設備 高効率照明 BEMS 
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2 地域のバイオマス利用の現状と課題 

2.1 バイオマスの種類別賦存量と利用量 

本市におけるバイオマスの種類別賦存量と利用量を表８及び図 19～22に示します。 

廃棄物系バイオマスでは、食品廃棄物、きのこ廃培地の発生量が多く、未利用バイオマ

ス*では、間伐材・林地残材等の発生量が多いのが特長です。 

また、廃棄物系バイオマスの利用率は比較的高く、未利用バイオマスの利用率は低くな

っています。 

表８ 地域のバイオマス賦存量及び現在の利用状況（2020年集計） 

 
-------------------------------------------------------------------------------- 

賦 存 量：利用の可否に関わらず１年間に発生、排出される量で、理論的に求められる潜在的な量 

利 用 量：賦存量のうち、バイオマス事業化戦略で示された技術を用いて既に利用している量 

湿 潤 量：バイオマスが発生、排出された時点の水分を含んだ現物の状態での重量 

炭素換算量：バイオマスに含まれる元素としての炭素の重量で、バイオマスの湿潤量から水分量を差し引いた乾物量に炭

素割合を乗じた重量 

＊未利用バイオマス：「バイオマス・ニッポン総合戦略 平成 18年３月閣議決定（2006年）」における区分で、農産物非食

用部(圃場残渣など)と林地残材が該当 

利用率

湿潤量 炭素換算量 湿潤量 炭素換算量 炭素換算量
（ｔ／年） （ｔ-C／年） （ｔ／年） （ｔ-C／年） （％）

203,357 26,535 193,165 24,449 92

50,676 11,025 堆肥化 43,581 9,482 堆肥、畜産敷料 86

1,689 1,206 1,145 817 68

家庭系 420 300 BDF化 3 2 BDF 1

事業系 1,269 906 BDF化、塗料製品化 1,142 815 BDF、塗料 90

91,228 4,032 88,908 3,930 97

生ごみ（家庭系） 25,518 1,128 焼却（熱・発電利用） 25,518 1,128 電気及び温熱利用 100

生ごみ（事業系） 19,063 843 焼却（熱・発電利用） 19,063 843 電気及び温熱利用 100

学校給食 237 10 飼料化、堆肥化 237 10 飼料及び堆肥利用 100

食品加工残渣 46,410 2,051
飼料化、堆肥化、メタン発
酵 44,090 1,949

飼料及び堆肥利用、電気
及び熱 95

3,624 216 3,624 216 100

肉牛ふん尿 2,505 149 堆肥化 2,505 149 堆肥 100

乳牛ふん尿 731 44 堆肥化 731 44 堆肥 100

豚ふん尿 388 23 堆肥化 388 23 堆肥 100

35,856 2,925 焼却・セメント原料化 35,856 2,925 セメント原料 100

3,143 700 粉砕、焼却 2,910 648 おが粉利用、電気及び熱 93

154 34 堆肥化・焼却 154 34 堆肥、燃料利用 100

309 69 堆肥化・焼却 309 69 堆肥、燃料利用 100

4,666 1,039 ペレット化、堆肥化 4,666 1,039 燃料利用、堆肥 100

12,012 5,289 チップ化 12,012 5,289
チップ、燃料利用
木質発電の燃料 100

51,095 11,872 24,837 5,858 49

36,102 7,870 土木資材、おが粉、ペレット 16,724 3,638
チップ、燃料利用

木質発電の燃料
46

9,132 2,697 5,300 1,593 59

稲わら 8,169 2,339 敷料、飼料化、すき込み 4,428 1,268 敷料、飼料、堆肥利用 54

もみ殻 963 358 堆肥化、畜産敷料 872 325 敷料、堆肥利用 91

5,861 1,305 堆肥化、園地敷料、薪燃料 2,813 627 堆肥、燃料利用 48

254,452 38,407 218,002 30,307 79

間伐材・林地残材等

圃場残渣

果樹剪定枝

製材所端材

街路樹剪定枝

公園剪定枝

家庭系庭木剪定枝葉

建設廃材　　

未利用バイオマス

利用・販売

廃棄物系バイオマス

下水汚泥等　

バイオマス名
賦存量

変換・処理方法
利用量

きのこ廃培地

廃食用油

食品廃棄物

家畜排せつ物
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図 19 バイオマス賦存量（湿潤量：t/年） 

 

 

 

 

図 20 バイオマス賦存量（炭素換算量：t-C/年） 
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図 21 バイオマス利用状況（湿潤量：t/年） 

 

 

 

 

 

図 22 バイオマス利用状況（炭素換算量：t-C/年） 
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2.2 バイオマス活用状況及び課題 

廃棄物系バイオマス、未利用バイオマスの活用状況と課題を表９・表 10に示します。 

 

表９ 廃棄物系バイオマスの活用状況と課題 

 バイオマス 活用状況 課題 

全般  廃棄物系バイオマスの利用率は、

92％（炭素換算）になります。 

 利用率の低いバイオマスは廃食用油

で、家庭系、事業系合わせ利用率は

68%です。特に、家庭系だけでは１%と

いう低い数値になっています。 

 その他のバイオマスは有効利用され

ています。 

 利用率は、92％と高いものの、生ご

みの焼却によるエネルギー利用、

きのこ廃培地の堆肥化など、改善

の余地がある活用方法も多く、よ

り効率的な利用が求められます。 

きのこ廃培地 

 

 長野県は全国でも指折りのきのこ生

産地です。「えのきたけ」「ぶなしめ

じ」「エリンギ」の生産量は１位を占

め、うち本市が県内生産量の各々の

13%、12%、40%を占めています。 

 栽培に伴いきのこ廃培地が年間

50,676ｔ（平成 30年度）排出されて

おり、賦存量に占める割合が湿潤重

量で 20%を占めていますが、利用率は

100％に達していません。 

 市内の大規模事業者から排出される

きのこ廃培地は、多くの農家から引

き合いがあり、各農家では適切な管

理のもとで安定的な性状を保った堆

肥が生産されています。ただ、年々農

家の減少にともない、廃培地を堆肥

原料とする受入先も縮小してきてい

るため、新たな利用方法の検討が必

要となってきています。 

 廃培地は、栽培するきのこにより、培

地の原料が異なり、おが粉系とコー

ンコブ*系の２種類に大別できます。

おが粉系廃培地については、市内の

事業者が、県外から調達したものを

固形燃料化し、熱源として利用して

いるケースもあります。 

 廃培地の利用率としては堆肥化、自

家利用、家畜敷料利用等で86%と推計

されます。 

 

*トウモロコシの実を取ったあとの軸で、

それを粉または粒の状態にしたもの 

 

 きのこ廃培地は処理委託されてい

るケースは少なく、その多くは堆肥

として利用されていますが、一部で

は、農地に野積みされるなど十分な

管理がなされていない例も見られ

ます。 

 放置されたコーンコブ系廃培地は

腐敗しやすく、悪臭が発生し、近隣

住民への影響が少なくないため、適

切な処理方法が求められています。 

 また、農家の減少による受入先の縮

小なども今後の課題です。 

 市内の複数の企業において、廃培地

を有効に利用するための技術開発

等の取組も行われており、集積して

処理を行うのか、各々の生産事業者

が処理を行うのか、事業主体及び事

業性を含め検討課題となります。 

 きのこの栽培は、本市の主要な産業

であり安定的・持続可能な事業とす

るためには、廃培地の効果的な（時

間・費用・使いやすさ・需給バラン

ス）処理方法を構築することが求め

られます。 
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廃食用油  本市で発生する廃食用油は、大きく

分けて家庭系と事業系に分類できま

す。 

 家庭系廃食用油の発生量は年間 420

ｔと推計され、バイオマス資源量と

しては極めて小さな規模となってい

ます。本市で実施しているサンデー

リサイクル*1で回収した後、民間事

業者によるバイオディーゼル燃料

（BDF）*2製造の原料として利用され

ています。 

 この BDF は製造事業者の自社車両

や、市内を走行する路線バスで燃料

として使用されているほか、奥裾花

自然園再生可能エネルギー活用事業

*3で利用しています。 

 利用量は年間３t（利用率は１%）と非

常に低い状況です。 

 事業系廃食用油の発生量は、年間

1,269ｔと推計され、個々の事業者か

ら一定の排出量があり、家庭系廃食

用油と比較しても収集効率が良く、

利用方法としては飼料、工業用途（ペ

ンキ原料）、燃料等で、一部は BDFと

して家庭系廃食用油と同様市内の路

線バス等に使用されています。 

 利用率は約 90%となっています。 

 

*2 植物油から製造され、軽油代替として

使用可能なディーゼルエンジン用燃料 

 家庭系廃食用油に関しては、サン

デーリサイクルによる回収のみと

なっており、回収を市民の善意に

頼っているのが現状です。また、可

燃ごみとして処理している例も見

られるため、廃食用油を回収して

有効利用するためには、市民の理

解を得るための普及啓発活動が課

題となっています。 

 事業系廃食用油は、家庭系に比較

し高い利用率となっていますが、

更なる利活用に当たっては、廃食

用油の効率的な収集システムの構

築が必要になります。 

 また、BDF の製造や利用について

は、副産物であるグリセリンの発

生や、寒冷期に BDFの粘性が上がり

エンジントラブルの原因になると

いう課題があるほか、コモンレー

ル式エンジン*4 に対応するための

技術開発が必要となっています。

市内の製造事業者では大学との共

同研究を進めていますが、コスト

面での問題があり実用化レベルに

は至っていません。次世代型の BDF

製造技術の開発が待たれます。 

 

*4 ディーゼルエンジンの燃焼を制御す

る方式。燃料を従来よりも高い圧力で燃

焼室に吹き込み、完全燃焼を促進する。 

 

 ◆廃食用油のサンデーリサイクル及び、BDF化による利活用   

  

 

 

 

 

 

              【奥裾花自然園再生可能エネルギー活用事業*2】 

サンデーリサイクル*1 

本市が、スーパーマーケットなどの

駐車場を借りて、廃食用油などの資源

物を特別収集する事業。 

回収した廃食用油は、市内民間事業

者によって BDF化され、路線バスや奥

裾花自然園の発電燃料として利用さ

れています。 

 

BDFで走行するバス 

*3 無電化地域にある奥裾花自然園の市有施

設等を BDF発電、小水力発電、太陽光発電の再

生可能エネルギーにより受給管理システムを

通じて安定的な電力供給を図る事業 

 

事業化前 事業整備後 



29 

 

食品廃棄物 

( 生 ご み ) 

(1/2) 

 長野県は、「都道府県の中で県民一人

当たりのごみの排出量が最も少ない

県」であり、本市においても、家庭系

の生ごみについては、減量するため

の取組に力を入れています。 

 そのため、生ごみ自家処理講座（出前

講座）による啓発や生ごみ自家処理

機器購入費補助金といった支援事業

を行っています。 

 減量に取り組んだ上で発生した家庭

系・事業系（一般廃棄物）の生ごみに

ついては、長野広域連合のごみ処理

施設（ながの環境エネルギーセンタ

ー）による焼却処理を経て、灰は溶融

し、スラグとして路盤材等に利用さ

れています。 

 この施設では、焼却処理により発生

する余熱を施設内外に供給するとと

もに、高効率発電により発生した電

力を、登録小売電気事業者を介して

公共施設（市立小中学校・高校 80校

等）に供給しています。*5 

 

 本市で排出される生ごみの発生量

は、家庭系（25,518ｔ）及び事業系

（一般廃棄物）(19,063ｔ)を合わ

せて年間 44,581ｔと推計されま

す。これらの処理としては、広域の

ごみ処理施設において焼却を行っ

ていますが、発電と熱利用を行っ

ているため全量が有効に利用され

ていると見なされます。 

 しかしながら、生ごみは含水率が

高く、焼却熱回収よりも効率的な

手法を検討する余地があります。 

 

 

 

 

 

 ごみ発電からの電力購入モデル事業*5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事業系一般廃棄物 

令和元年度（平成 31年度）から稼働した広域のごみ処理施設「ながの環境エネルギーセンター」で

は、焼却余熱によって発電した電力を年間約 4,000 万 kWh 売電しており、その一部である約 1,000 万

KWhを長野市立の小中学校・高校 80校で購入しています。 

本事業は、市有施設で使用する電力を市内のバイオマス発電所から購入することで、CO2排出量や電

気料金の削減につなげるとともに、環境教育にも活かすことを目的としています。 
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食品廃棄物 

( 生 ご み ) 

(2/2) 

 事業系（一般廃棄物）の生ごみについ

て、一部の事業者では、給食センター

や民間事業者から収集した生ごみの

肥料化・飼料化を行っています。 

 民間事業者によって事業系の生ご

みや食品加工残渣を利用したバイ

オガス化発電と熱利用施設の計画

が新たに検討されています。 

 市内には、分別・殺菌・乾燥による

飼料化機器の開発技術を持ってい

る事業者もいるため、それらの活

用も期待されます。 

食品廃棄物 

(学校給食) 

 学校給食の調理残渣や給食残渣は年

間 237ｔ排出されていますが、81%が

民間事業者により飼料化されてお

り、残り 19%が NPO 団体等で堆肥化

され農地や学校の畑・花壇で利用さ

れています。 

 学校給食の調理残渣や給食残渣

は、全量が有効利用されていると

見なされます。 

食品廃棄物 

(食品加工残

渣) 

 長野県は、リンゴ、ブドウ、モモの生

産量が各々国内２位、２位、３位とな

っており、本市においても果樹は農

業産出額の 45%を占めています。 

 また、本市は味噌などの発酵食品も

多く製造されています。 

 これらの果実をジュースに加工する

際に発生する搾りかすや味噌等の製

造過程で発生する食品加工残渣は年

間 46,410ｔ発生しており、その 95%

は飼料、肥料等で利用されていると

推計されます。 

 一部の事業者では、加工工程から発

生する排水処理も含めたバイオガス

化による発電や熱利用を行っている

例もあります。 

 なお、排水については、バイオマス賦

存量には明記していませんが、廃棄

物処理(産廃だけでなく一廃も同様)

をしているのが現状です。前段に記

載したとおり、バイオガス化による

有効活用の事例もありますが、排水

処理に関しては、いずれにしてもコ

ストがかかっており、処理の負荷を

下げることが求められます。 

 

 

 果実のジュース搾りかす等の食品

加工残渣については、資源の循環

利用の観点から、飼料化利用であ

れば、畜産農家との連携を図るだ

けではなく、民間事業者のノウハ

ウを取り入れた飼料化事業も考え

られますが、誰がどのように組み

立てるかが課題となります。 

 また、残渣によっては水分が多い

ものもあるため、乾燥するのに大

量の燃料が必要であり、コストも

多くかかる可能性があります。そ

れらは、バイオガス化発電に利用

するといった検討も必要です。 

 民間事業者によって事業系の生ご

みや食品加工残渣を利用したバイ

オガス化発電と熱利用施設の計画

が新たに検討されています。 

 この他、排水処理について、グリス

トラップ等に含まれる油分を抽出

し、燃料化、エネルギー利用を検討

している市内事業者もいます。 

 

 

 

 

出典：長野市観光パンフレット 特産品 

りんご三兄弟 信州味噌 
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家畜排せつ物  本市で飼育されている家畜は乳用

牛、肉用牛、豚ですが、農業産出額で

は約２%と、占める割合は小さい数値

です。 

 発生量は、年間3,624ｔと推計されま

す。 

 家畜排せつ物の利用方法としては堆

肥化や、自家利用されています。 

 数値的にも大きくなく、堆肥化利

用など有効利用されていることか

ら、流通の仕組みはできており、地

域内で循環利用されていると判断

できます。 

下水汚泥等  本市内の下水道汚泥は８箇所の施設

で発生しており、その量は年間

35,244ｔで、全量が焼却され、焼却灰

はセメント原料として利用されてい

ます。 

 なお、長野県の千曲川流域下水道の

下流処理区、上流処理区における各

終末処理場においては、濃縮汚泥の

消化段階で発生した可燃性ガスを場

内における熱利用に有効活用してい

ます。 

 市内で発生する下水の 51%を処理し

ている東部浄化センターでは、千曲

川流域下水道との汚泥共同処理計画

に基づき、県の終末処理場にて焼却

処理を行っています。 

 し尿汚泥（農業集落排水汚泥含む）の

発生量は年間 612ｔで、全量が堆肥化

利用されています。 

 全量が有効利用されていると見な

すことができます。 

 

製材所端材  製材所端材の発生量は年間 3,143ｔ

と推計されます。 

 その利用方法としては、燃料利用、お

が粉（きのこ培地）、家畜の敷料、堆

肥・土壌改良材等で約93%が利用され

ていると推計しますが、域内での製

材量の低迷のため、製造されるおが

粉（きのこ培地用）の利用は減少傾向

にあります。 

 

 市内で製材加工を営む工場のほと

んどが零細で、高齢化による労働

力不足や、高性能製材加工機械の

導入が遅れているため、間伐材等

地域材の製材が進んでいません。

これらの課題に対応することが、

間伐だけではなく、今後主伐を迎

えるに当たっての林業活性化のた

めには不可欠と言えます。 

 間伐材等の利用率を高めるための

製材利用の推進、そこから発生す

る端材をバイオマス燃料などに、

余すことなく有効活用することが

重要です。 

 

街路樹剪定枝  街路樹剪定枝の発生量は年間 154ｔ

と推計されます。 

 収集後は、全量民間事業により堆肥

化・燃料化等の利用が行われていま

す。 

 利用率は 100％ですが、一部燃料

利用に当たっては、県外に搬出さ

れており、効率化の余地はあるも

のと思われます。 
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公園剪定枝  公園剪定枝の発生量は年間 309ｔと

推計されます。 

 収集後は、全量民間事業により堆肥

化・燃料化等の利用が行われていま

す。 

 利用率は 100％ですが、一部燃料

利用に当たっては、県外に搬出さ

れており、効率化の余地はあるも

のと思われます。 

 

家庭系庭木剪

定枝葉 

 家庭系庭木剪定枝葉の発生量は年間

4,666ｔと推計されます。 

 収集後は、全量民間事業により堆肥

化・燃料化等の利用が行われていま

す。 

建設廃材  建設廃材（建設発生木材）の発生量は

年間 12,012ｔと推計されます。 

 大口需要者としては県外のセメント

工場が大量に利用している状況です

が、市内の木質バイオマス発電所で

も、燃料として年間約8,000ｔ利用し

ています。 

 再生可能エネルギーの固定価格買

取制度（FIT）の導入等による木質

資源の需要増加に伴い、中間処理

（チップ化）後、ほぼ全量が利用さ

れていますが、その多くが県外に

搬出されていることから、効率化

の余地はあるものと思われます。 
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表 10 未利用バイオマスの活用状況と課題 

バイオマス 活用状況 課題 

全般  未利用バイオマスの利用率は、49％とな

ります。 

 未利用バイオマスの中で最も量的に多い

のは間伐材等ですが、搬出間伐等が徐々

に増えてきており、国の森林環境譲与税

の後押しも受けて、その利用は拡大する

ものと思われます。 

 圃場残渣のうち、稲わらは、堆肥化、粗飼

料、畜舎敷料、マルチ、わら工芸等のほか、

すき込み利用されています。 

 果樹剪定枝については発生時期が冬季等

に集中するために利用用途が限られてい

ます。 

 

 49％に留まる利用率の向上が

必要です。 

 間伐材の利用拡大には、材の

搬出段階、変換等の段階、製品

の利用段階と段階ごとに課題

を整理し各主体がまとめてい

く必要があります（施設の整

備と仕組みの整備）。 

 ペレット等のエネルギー利用

に関しては、冬場だけの利用

ではなく、通年利用を可能と

する取組も考慮する必要があ

ります。 

間伐材等(1/3)  本市の森林面積は 52,466haで、総面積の

62.8％を占めていますが、戦後に植林さ

れた人工林は、主伐の時期を迎えようと

しています。 

 長野県は高性能林業機械の保有率では国

内５位で、本市は 51台（県内の保有台数

の約 13%）を保有しています。これは、本

市の森林面積が県内森林面積の６%であ

ることからすると高い値であり、林業の

施業環境は整っていると思われます。  

 間伐材の利用拡大を図るため

の施業環境は整ってきていま

すが、作業従事者確保のほか、

作業路網整備の推進や更なる

高性能林業機械の導入及び技

術習熟度の向上等による、木

材の収集・運搬における効率

的な作業システムの構築が課

題となっています。 

 市内民有林の間伐の実施状況は、ここ３

年間は年平均約 300ha 規模で行われてい

ますが、搬出間伐は徐々に増加している

ものの、ここ数年は 30%前後の実績です

(P11,12 参照)。そのため、間伐材の多く

はそのまま山林に残されており、多量の

未利用材が発生しています。 

 本市で発生する間伐材や林地残材等は、

国有林も含めた上で、年間 36,102ｔと推

計され、その利用率は 46%となっていま

す。（国有林はほぼ 100％搬出間伐） 

 間伐材や林地残材の利用が低い最も大き

な原因は、近年の木材需要及び木材価格

の低迷により搬出しても採算が合わない

ことや、造材後に発生する枝葉、梢端部等

は製品としての利用用途が乏しいためで

す。 

 よって、間伐材に限らず、主伐の時期を迎

える地域材の利用拡大を図る必要があり

ますが、本市で製材加工を営む工場のほ

とんどが零細で、高性能製材加工機械の

導入が遅れているため、間伐材等地域材

の製材利用が進まない状況にあり、新た

な木材需要の開拓の阻害要因となってい

ます。 

 地域材の利用拡大のため、市

場ニーズに合致した木材製品

の開発や安定的な木材の供給

体制が求められています。 

 なお、間伐材や林地残材等の

発生量は、過去の実績などを

もとに推計していますが、実

際にどれくらいの量が持続可

能に利用できるのかについて

はまだわかっていない部分が

あります。 

 今後、作業面や里山の適正な

整備などから、現実的に搬出

が可能な森林の面積および量

の把握が必要となってきま

す。 
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間伐材等(2/3) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 市内唯一の木質バイオマス発電所*1 で

は、市内や近郊の山林から搬出された間

伐材を燃料として、発電事業を行ってい

ます。 

 また、同発電所では、建築廃材や一般家庭

から出る剪定枝葉も発電燃料に利用して

います。（表９廃棄物系バイオマスの活用

状況に記載） 

 発電された電力は、長野市役所の庁舎で

使用するとともに、市内の金融機関等で

も使用されています。 

 令和２年３月にこの発電所に併設する形

で、製材工場が整備されたことで、間伐材

の更なる有効利用が期待されます。 

 近年、県内に複数の木質バイ

オマス発電所が稼働していま

す。 

 地域の活性化や森林整備の促

進につなげるため、市内唯一

の木質バイオマス発電所に、

市内の間伐材等を安定して継

続的に供給するための仕組み

を構築することが求められま

す。 

 

 市内の木質バイオマス発電所*1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

間伐材等(3/3) 

 

 その他、地域毎に需要と供給を一体

的に行う木質バイオマス利用地域

モデル事業*2が複数検討・実施され

ています。 

 これまで、浅川モデル（林業事業体、

地域団体による材の搬出－木質バ

イオマス発電所での発電利用－市

内事業者への電力供給、市庁舎の電

力購入）、鬼無里モデル（地域ＮＰＯ

による材の搬出、薪加工－市有温浴

施設での熱利用）、七二会モデル（地

域団体による材の搬出－薪ストー

ブ取扱い事業者への販売など）が構

築されています。 

 更に、隣接の小川村でも同様のモデ

ルが実施されており、連携中枢都市

圏構想の連携事業として、周辺市町

村を含めての事業展開および新た

なモデルの創出を目指しています。 

 同様のモデルを各地域で増やして

いくことが課題です。 

 既存モデル事業の PR を継続すると

伴に、地域の森林資源利用状況に合

わせ、地元住民が主体となり、継続

してできる事業構築の検討・支援が

必要です。 

市内及び近隣で発生す

る間伐材や建設廃材等を

原料として、年間約2,400

万 kWh もの電力が発電さ

れており、長野市役所第

二庁舎の使用電力は、こ

の発電所から購入してい

ます。 

令和２年３月には、発

電所に併設して、梱包用

のパレット仕組材の加工

施設が整備されました。 
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圃場残渣（稲わ

ら・もみ殻） 

 本市の稲作は農業産出額でも10%で

あり、大きな割合を占めてはいませ

んが、稲わらが年間 8,169ｔ、もみ

殻が年間 963ｔ発生しています。 

 稲わらは、堆肥化、粗飼料、畜舎敷

料、マルチ、わら工芸等で 54%が利

用されているほか、土壌改良目的で

すき込み利用されているとすれば、

その利用率は 42%あり、合わせて

96%が利用されていると判断できま

す。 

 もみ殻も、堆肥化、畜舎敷料、マル

チ、炭化で91%が利用されています。 

 ほぼ全量が有効利用されていると見

なすことができますが、より良い利

用方法を検討することも必要です。 

果樹剪定枝  果樹剪定枝は、果樹農家の減少に伴

い、その発生量も減少傾向にありま

す。  

 本市で発生する果樹剪定枝は、年間

5,861ｔと推計されます。主に堆肥

化、果樹園内の敷料（チップ化）、炭

化、暖房用（自家利用）などに利用

されており、利用率は 48%となって

います。 

 なお、園内で焼却処理されるなど有

効利用されていない果樹剪定枝に

ついては、本市が薪ストーブユーザ

ーと農家の情報をそれぞれに提供

する「果樹剪定枝等まきストーブ活

用推進事業」*3を実施しており、有

効活用を図っています。 

 果樹剪定枝は、果樹農家の規模によ

り発生量が異なることと、品種によ

って剪定時期が異なり、平準化が難

しい状況にあります。 

 利活用を行うためには効率的な収集

システムの構築が課題となっていま

す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 木質バイオマス利用地域モデル*2 

 
地域の里山整備を目的に、地元の

団体等が材を搬出して、薪やチップ

などに加工し、燃料として販売、活

用している事業です。 

地域で山の材を有効活用している

事例としてモデル化し、同様の取組

を増やしていくべく、ＰＲを行って

います。 

 果樹剪定枝等まきストーブ

活用推進事業*3 

  果樹剪定枝等を燃料として有効活用す

ることで、地球温暖化対策の推進と農業

振興支援を図るため、剪定枝を引取って

ほしいという果樹農家と燃料調達をした

いという薪ストーブユーザーのマッチン

グを行っている事業です。 
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表 11 資源作物の活用状況と課題 

バイオマス 活用状況 課題 

資源作物 

(ソルガム) 

 農業の衰退に伴い遊休農地・耕作放

棄地が増加していることも踏まえ、

資源作物の栽培によるバイオマス

利活用を目指し、平成 25年度から

信州大学との共同研究を開始しま

した。 

 地域特性に適した栽培品種として、

『ソルガム』を研究題材に選定し、

栽培試験・活用方法の検討を進めて

きました。 

 ソルガムはアフリカ原産のイネ科

の一年草であり、世界 5大穀物とし

て知られている作物です。特にアフ

リカ、インド地域や、中国では高粱

（コーリヤン）として広く栽培され

ており、日本には室町時代に伝播し

たとされ、日本各地でタカキビ、ト

ウキビやもちきびなどの名称で、古

くから栽培されてきています。 

 省力栽培が可能で、実は食品への活

用、茎葉はマテリアル利用のほか、

きのこ培地として活用後、バイオガ

ス化発電などエネルギー利用も可

能です。 

 これまでの共同研究の成果として、

市内の栽培面積が増え（令和元年約

６ha）、実の利活用を中心とした社

会実装化が進みました。 

 

 実の活用の社会実装化が進んだとは

いえ、まだまだ「ソルガム」の事業

認知が必要な状況です。それによっ

て、更に栽培量を増やしていくこと

も求められます。 

 栽培量を増やしていった場合には、

効率的な栽培方法・栽培機器の導入

検討が必要です。 

 茎葉は、コーンコブ系のきのこ培地

の代替(半分程度）として活用が可能

であり、市内のコーンコブ系培地す

べてを置き換える場合には、需要量

が約 11,500ｔ/年と推計されます。 

 使用後のきのこ培地（廃培地）は、

バイオガス化発電（メタン発酵）の

原料として活用し、発酵後の残渣は

液肥として畑に戻すことができま

す。 

 茎葉の活用については、共同研究に

より実現可能性があることは実証さ

れていますが、この活用ルートを具

現化することによって、地域でのソ

ルガムの多段階活用・循環活用が実

現されることになります。 

 きのこ培地としての活用の他は、断

熱材の原料や固形燃料の原料として

の活用も期待されます。また、動物

の飼料としても利用できることが分

かっています。 

 

 資源作物ソルガムの栽培・利活用 

 

実は食品への活用がで

き、茎葉はきのこの培地な

どマテリアル利用後、使用

後のきのこ廃培地をメタ

ン発酵の原料として利用

し、発酵後の残渣は畑へ戻

すという循環型の利活用

モデルを具現化するため、

信州大学と共同研究を行

ってきました。 

表 11 に活用状況と課題

を示します。 

 本市では、廃棄物系バイオマス、未利用バイオマス以外に、資源作物の利活用にも取り組んでいます。 
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3 目指すべき将来像と目標 

3.1 背景と趣旨 

本市は、将来像として「幸せ実感都市『ながの』～“オールながの”で未来を創造しよ

う～」を目標に据え、「市民の「幸せ」の実現」、「「持続可能な」まちづくりの推進」、「「長

野市らしさ」の発揮と「まちの活力と魅力」の創出」の３点をまちづくりの方針として掲

げる「第五次長野市総合計画」に基づいて、その実現に向けて各種施策を展開しています。 

環境分野においては、「人と自然が共生するまち「ながの」」を基本構想に掲げ、進める

べき政策に「１環境に負荷をかけない持続可能な社会の形成」、「２自然と調和した心地よ

い暮らしづくりの推進」の２つを設定しています。 

長野市環境基本条例に基づき環境施策を総合的かつ計画的に推進するため、総合計画と

整合を図りつつ環境行政のマスタープランである「第二次長野市環境基本計画」を平成 24

年４月に策定、平成 29年４月に見直しを行い「第二次長野市環境基本計画 後期計画」を

５年間の計画として定めました。長野市が目指す望ましい環境像として、「豊かな自然と

共生するまち」、「資源が循環する地球にやさしいまち」、「安心して暮らせる、清潔で

快適な魅力あふれるまち」、「すべての人が地球環境を思いやるまち」、「地域産業の発

展と環境の保全が良好な循環を生むまち」を設定し、６つの基本目標を掲げています。 

更に、バイオマス利活用に特化した「長野市バイオマスタウン構想」を平成 21年度に公

表し、産学官連携組織である長野市バイオマスタウン構想推進協議会の活動などにより同

構想の実現を図ってきました。 
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近年、地球温暖化の影響と考えられる台風・豪雨などの災害が増加しており、本市も

令和元年東日本台風による甚大な被害を受けました。今後も様々な自然災害の発生が懸念

され、市民生活等への影響が顕在化する中、ＳＤＧｓの達成や 2050年までに二酸化炭素

排出量を実質ゼロとする取組が強く求められています。 

 

〇ＳＤＧｓ 

 ・行政の施策は、17の目標すべてと関連があります。 

・本市も、国の「持続可能な開発目標（ＳＤＧｓ）実施指針」の趣旨を理解し、国際 

社会全体の課題解決のため、ＳＤＧｓ達成に向けた取組を推進する方針を令和元 

年度末に示しました。 

  ・令和２年度中に優先課題の決定・目標設定を行い、令和３年度から行財政運営に反  

   映していく予定です。 

・ ＳＤＧｓは、環境の側面だけではなく、経済や社会を含む三側面を調和させた統

合的な取組が必要です。   

 

 

 

〇カーボンニュートラル 

・長野県では、2019年（令和元年）に「気候非常事態宣言」を行い、2050年までに

二酸化炭素排出量を実質ゼロ（2050ゼロカーボン）にする決意を表明していま

す。本市もその宣言に賛同をしています。 

・また、国も 2020年 10月に 2050年ゼロカーボンを宣言しています。 

・本市も国、県と協力して、二酸化炭素排出量の実質ゼロ（2050ゼロカーボン）を

目指します。 

・令和元年からの新型コロナウイルス感染拡大の影響による経済動向にも注視し、グ

リーンリカバリーの実現を目指すことも重要です。 

 

 

 

 

出典：長野市企画課資料 
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〇防災・レジリエンス 

 ・カーボンニュートラルは、温暖化対策の中では、緩和策に該当します。一方、温

暖化はすでに進んでおり、気候変動として実質影響が出てきている現状に対し、備

える策として適応策も欠かせません。 

 ・適応策の一つとして、防災・レジリエンスの強化が重要となってきます。 

 ・本市はまさに、令和元年東日本台風よる被害を受け、復興に向けた取組を進めて

いるところです。（長野市災害復興計画（令和２年度～令和６年度）） 

・将来にわたって安全・安心なまちづくりを進めるとともに、地域経済の力を高め、 

本市の活力と賑わいを取り戻し、持続可能なまちづくりに取り組んでいく必要があ

ります。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〇地域循環共生圏 

 ・ＳＤＧｓや「パリ協定」といった世界を巻き込む国際的な潮流や複雑化する環

境・経済・社会の課題を踏まえ、複数の課題の統合的な解決というＳＤＧｓの考え

方を活用し、環境省が 2018年（平成 30年）４月に閣議決定した第五次環境基本計

画で提唱した考えです。 

長野市災害復興計画：基本方針 

出典：環境省資料 
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・「地域循環共生圏」とは、各地域が美しい自然景観等の地域資源を最大限活用しな

がら、自立・分散型の社会を形成しつつ、地域の特性に応じて資源を補完し支え合

うことにより、地域の活力が最大限発揮されることを目指すとしています。 

・本市は、市街地と中山間地、それぞれに特長があるため、この考え方も取り入れた

施策の構築が求められます。 

  

このような状況のもと、本構想では、これらの計画、構想と整合を図り、具体的な事業

展開を示すものとして策定します。 

 

 

3.2 目指すべき将来像 

本市は前項の背景や趣旨を受けて、本構想により、本市に存在する種々のバイオマスの

現状と課題を明らかにし、これを活用する事業化プロジェクトを策定し実現するとともに、

経済・社会・環境三側面における課題の統合的解決を図るため、次に示す将来像を目指し

ます。 

 

将来像  １「2050ゼロカーボンを実現する脱炭素なまち」 

２「資源が循環し、市街地と中山間地が共生しあうまち」 

     ３「地域産業の発展と環境の保全が良好な循環を生むまち」 

４「災害に強く、地域資源の活用により自立した持続可能なまち」 

 

 

 以上の将来像を実現するため、次の４つの基本目標を設定します。 

       

        

               

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

基本目標 

 

１ 脱炭素社会の構築 

２ 循環型社会の構築 

３ 地域資源を生かした産業の活性化 

４ 地域レジリエンスの強化 
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長野市の目指すバイオマス産業都市のイメージを図 23に示します。 

 事業化プロジェクトは個々に独立した取組ではなく、地域全体で市内に賦存するバイオ

マス資源の有効活用を目指すものとしています。 

材の収集から変換、エネルギー利用まで、各事業での連携も検討しながら、地産地消

の実現に取り組みます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 23 バイオマス産業都市イメージ  
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3.3 達成すべき目標 

3.3.1 計画期間 

本構想の計画期間は、令和３年度から令和 12年度までの 10年間とします。 

また、本構想は、今後の社会情勢の変化等を踏まえ、中間評価結果に基づき概ね５年後

（令和８年度）に見直すこととします。 

なお、「長野市総合計画」等、他の関連計画（詳細は、「８．他の地域計画との有機的連

携」参照）とも整合・連携を図りながら推進します。 

 

3.3.2 バイオマス利用目標 

次項に掲げる事業化プロジェクトにより、構想終了時（令和 12年度）に達成を目指す

バイオマス利用量（率）の達成目標を表 12に示します。 

きのこ廃培地を 86％から 90％へ、廃食用油を 67.7％から 68.2％へ、食品廃棄物を

97％から 100％へ、製材所端材 93％から 97％へ(220%＊)、間伐材・林地残材等 46％から

63％へ、果樹剪定枝を 48％から 58％へ上昇させることを目指します。（なお、利用率には

現れませんが、次項の事業化プロジェクトで、現状の活用方法とは別の効率的な活用方法

を検討するものもあります。） 
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表 12 構想期間終了時（令和 12年度）のバイオマス利用量（率）の達成目標 

 
 

 

＊ 表 12 の製材所端材の目標値が 220％という数値になっていますが、目標達成時点での賦存量が現在の賦存量に対し

て増加すると予測(3,143t→7,143t)し、将来の賦存量に対しての利用量を算定しているために、現在の賦存量で割ると

100％を超える数値となります。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和2年度 目標
炭素換算量 炭素換算量

（％） （％）

203,357 26,535 92 98 201,377 25,877

50,676 11,025
堆肥化、殺菌・乾燥、固形

燃料化、メタン発酵

堆肥、飼料、燃料、電気及

び熱 86 90 45,581 9,917

1,689 1,206 67.7 68.2 1,152 822

家庭系 420 300 BDF化 ２号油、BDF 1 2 10 7

事業系 1,269 906 BDF化、塗料製品化 ２号油、BDF、塗料 90 90 1,142 815

91,228 4,032 97 100 91,113 4,027

生ごみ（家庭系） 25,518 1,128 焼却（熱・発電利用） 電気及び温熱利用 100 100 25,518 1,128

生ごみ（事業系） 19,063 843
焼却（熱・発電利用）、メタン

発酵
電気及び温熱利用 100 100 19,063 843

学校給食 237 10 飼料化、堆肥化 飼料及び堆肥利用 100 100 237 10

食品加工残渣 46,410 2,051
飼料化、堆肥化、メタン発

酵

飼料及び堆肥利用、電気

及び熱 95 100 46,295 2,046

3,624 216 100 100 3,624 216

肉牛ふん尿 2,505 149 堆肥化 堆肥 100 100 2,505 149

乳牛ふん尿 731 44 堆肥化 堆肥 100 100 731 44

豚ふん尿 388 23 堆肥化 堆肥 100 100 388 23

35,856 2,925 焼却・セメント原料化 セメント原料 100 100 35,856 2,925

3,143 700 粉砕、焼却 おが粉利用、電気及び熱 93 220 6,910 1,539

154 34 堆肥化・焼却 堆肥、燃料利用 100 100 154 34

309 69 堆肥化・焼却 堆肥、燃料利用 100 100 309 69

4,666 1,039 ペレット化、堆肥化 燃料利用、堆肥 100 100 4,666 1,039

12,012 5,289 チップ化
チップ、燃料利用

木質発電の燃料 100 100 12,012 5,289

51,095 11,872 49 61 31,437 7,297

36,102 7,870
土木資材、製材（おが粉）、

ペレット

チップ、ペレット燃料利用

木質発電の燃料 46 63 22,724 4,944

9,132 2,697 59 59 5,300 1,593

稲わら 8,169 2,339 敷料、飼料化、すき込み 敷料、飼料、堆肥利用 54 54 4,428 1,268

もみ殻 963 358 堆肥化、畜産敷料 敷料、堆肥利用 91 91 872 325

5,861 1,305 堆肥化、園地敷料、薪燃料 堆肥、燃料利用 48 58 3,413 760

254,452 38,407 79 86 232,814 33,174

圃場残渣

果樹剪定枝

製材所端材

街路樹剪定枝

公園剪定枝

家庭系庭木剪定枝葉

建設廃材

未利用バイオマス

炭素換算量
（ｔ-C／年）

炭素換算量
（ｔ-C／年）

利用・販売

利用量（目標）

間伐材・林地残材等

廃棄物系バイオマス

下水汚泥等

バイオマス名

賦存量

変換・処理方法

きのこ廃培地

廃食用油

食品廃棄物

家畜排せつ物

湿潤量
（ｔ／年）

利用率

湿潤量
（ｔ／年）
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本構想の計画期間終了時（令和 12年度）に達成を目指す利用量(表 12)目標を表 13に

まとめます。（なお、賦存量は構想期間終了時も変わらないものとして記載しています。） 

 

表 13 バイオマス利用目標 

種類 バイオマス 利用目標 

廃棄物系 

バイオマス 

 

全般 廃棄物系バイオマスの利用率は現状 92％と高い値ですが、きのこの廃

培地、廃食用油、食品加工残渣等については、更に利用率を高めること

が可能であり、それらの利用促進を図るとともに、既に高い利用率であ

るものについても、より効果的な利用方法（変換手法・域内利用等）を

検討、計画、推進する必要があります。令和 12年度における廃棄物系バ

イオマス全体の利用目標として、利用率 98%を目指します。 

きのこ廃培地 市の主要な農産物であるきのこの生産を維持・継続するためには、排

出される「きのこ廃培地」を安定的に処理できることが不可欠であり、

現状の堆肥化を継続するほか、「おが粉系」の廃培地の固形燃料化の利用

拡大、コーンコブ系の廃培地の再生利用・堆肥化・飼料化を推進すると

ともに、バイオガス発電の原料としての利用を図ることにより、利用率

を現状の 86%から 90%に向上することを目指します。 

廃食用油 家庭系廃食用油の利用に関しては、サンデーリサイクルによる回収に

頼っており、現在の利用率は１%と低い状況です。収集量及び利用量の拡

大を図るには、効率的な収集システムの構築が必要となります。 

また、事業系を含めた利用方法としては、ペンキ原料としての販売、

BDF としての活用が考えられますが、BDF については品質向上が求めら

れます。 

最近では BDFに変換せずに、油水分離した廃食用油を利用したボイラ

ーも開発されています。それらの活用も利用率拡大につながる可能性が

あります。 

家庭系の廃食用油の回収方法の確立や市民の理解等の普及啓発活動を

行い、効率的な回収を推進することにより、利用率を現状の１%から２%

へ向上することを目指します。（廃食用油全体として、67.7％から 68.2％

に向上） 

食品廃棄物 生ごみ（家庭系＋事業系）及び学校給食の調理残渣及び食べ残し等は、

現状焼却（熱・発電利用）、飼料化、堆肥化で 100%利用されており、今後

もこれを継続して利用率 100%を維持した上で、中間処理におけるエネル

ギー回収、リサイクル利用を図ります。ただし、事業系生ごみについて

は、収集方法と併せてバイオガス化発電の原料とすることを検討し、よ

り資源の有効活用を図ってまいります。 

食品加工残渣には、本市の主要農産物である果樹の加工残渣（搾りか

す等）も多く含まれており、現在実施されている飼料化、堆肥化を更に

推進して域内での利活用を図るとともに、バイオガス化発電での有効活

用の具現化を目指し、現状の利用率 95%を 100%へ向上することを目指し

ます。（食品廃棄物全体として、97％から 100％に向上） 

また、排水中に含まれる油分の抽出・燃料化事業を検討している市内

事業者もいるため、食品加工場等の排水処理経費の負荷軽減が期待され

ます。 
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家畜排せつ物 堆肥としての利用を継続して、利用率 100%を維持します。 

下水汚泥等 下水汚泥は焼却処理され、焼却灰はセメント原料として 100%利用され

ています。また、一部施設では消化槽でメタン発酵によるガス回収がな

され汚泥の焼却等にエネルギー利用されています。今後も現状の処理方

法を継続します。 

 

製材所端材 現在、製材所端材は、自家ボイラー燃料、おが粉等に利用され、93%の

利用率が達成されています。今後、搬出間伐の拡大等により利用量が増

加すると予測されます。 

搬出された間伐材は、製材加工への活用を促進し、そこで発生した端

材についてはエネルギー利用を推進することで、利用率を 93%から 97%

へ向上することを目指します。 

 

街路樹剪定枝 堆肥化、燃料化利用を推進することにより、現状の利用率 100%を維持

します。しかしながら、加工されたチップが域外利用されている状況等

から市内での木質バイオマス発電利用の拡大を検討します。 
公園剪定枝 

家庭系庭木剪

定枝葉 

建設廃材 チップ化され、100%エネルギー利用等されています。利用用途が発電

燃料用あるいは大型ボイラー燃料用としてのものもあり、すべてが域内

の利用ではありませんが、今後も利用率 100%を継続維持します。 
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未利用 

バイオマス 

全般 現状、未利用バイオマスの利用率は間伐材等が 46%、果樹剪定枝が 48%、

稲わら・もみ殻等が 59%であり、廃棄物系に比べ低い値となっています。

今後の搬出間伐の促進等で利用率が上がると想定されます。 

未利用バイオマス全体の利用目標として、利用率を 49％から 61%へ向

上することを目指します。 

 

間伐材・林地

残材等 

間伐材の理想的な活用方法は、適正な利用量を把握し、カスケード利

用により、材を余すことなく使用することです。よって、供給側の林業

から、集積・加工を行う中間工程、出口となる需要先までを一体的に整

備する必要があります。 

林業を活性化するには、路網整備の推進や高性能林業機械の活用によ

る作業効率の向上、担い手の育成などが必要です。 

そして、間伐された材を山から搬出・集積して活用するには、木材を

より効果的に、高付加価値のあるものに使用し、山主・林業事業体に還

元されるような事業を構築することが重要です。 

そこで、間伐材等の製材利用、そこから発生する端材・おが粉の固形

燃料利用の推進を図ることによって、現状の利用率 46%を 63%へ向上す

ることを目指します。 

更に、地域毎に需要と供給を一体的に行う木質バイオマス利用地域モ

デル事業（鬼無里、七二会、浅川、市外では小川村）を継続・発展させ

て、連携中枢都市圏構想の一環として、非常時等のモデル地域間の材の

相互融通や、モデルの共有を図ることで、圏域全体への普及拡大を図り

ます。 

以上を実現することは、里山の適正管理・再生、森林の保全、持続可

能な森林資源の活用につながります。 

 

圃場残渣 稲わらについては、現状、堆肥化、粗飼料、畜舎敷料として 54%の利用

率ですが、土壌改良目的としてすき込み利用されているとすれば、96%の

利用率となります。もみ殻については、現状、堆肥化、敷料利用等で 91%

の利用率です。両者とも今後より良い利用方法があれば検討することと

し、当面は現状の利用方法を継続維持します。 

果樹剪定枝 果樹剪定枝は、現状、堆肥化、園地敷料、燃料化等に利用されていま

す。今後さらに利用促進を図り、マテリアル及びエネルギー利用両面を

視野に入れた取組（例えば剪定枝の粉砕処理により堆肥化利用と固形燃

料利用が可能となる）も行い利用の拡大につなげます。 

現状の利用率 48%を 58%へ向上することを目指します。 
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表 12 で赤く網掛けしたバイオマスを次項の事業化プロジェクトで活用します。各プロ

ジェクトによる効果を表 14に示します。 

なお、次項の事業化プロジェクトからは、未利用バイオマスである木質バイオマスのプ

ロジェクトを先に整理するため、表 14においても未利用バイオマスを上に示しました。 

これは、本市の特長でもある豊富な木質バイオマス資源の有効活用を進め、現状の利用

率が低い未利用バイオマスの利用率の向上を目指すことが、喫緊の課題であると考えるた

めです。 

表 14 バイオマス利用量（率）における事業化プロジェクトの効果 

 未利用バイオマス 

 

木質バイオマスの利

用促進プロジェクト 

① 製材おが粉を利用した木質

ペレットの製造プロジェク

ト 

・間伐材・林地残材等の利用率 17％アッ

プに寄与（木材製品 5,000ｔおが粉

1,000tで利用量計 6,000ｔ増） 

・製材所端材の利用率４％アップに寄与

（製材所(パレット板製造)端材利用量

が、賦存量とともに 4,000ｔ増） 

 ② 複数バイオマス資源のバイ

オブリケット化プロジェク

ト 

・他のプロジェクトでの利用も合わせて、

きのこ廃培地利用率４％アップに寄与 

（本プロジェクトでは利用量 500ｔ(湿潤

量)増と推定） 

・果樹剪定枝利用率 10％アップ想定 

（利用量 600tの増を想定） 

・製材端材利用にも寄与(表 12には反映 

なし) 

・表 12にないバークや資源作物も活用 

③ 薪・ペレットストーブと木質

ペレット・ブリケット利用促

進プロジェクト 

プロジェクト自体がバイオマス利用量

アップには寄与しないが、上記２つのプロ

ジェクトで作られた木質燃料（ペレット、

バイオブリケット）の利用量アップに寄与 

 ④ 剪定枝を利用した発電事業

プロジェクト 

 剪定枝は、現在 100％の利用率である

が、域外利用されている。このプロジェク

トにより市内利用が実現する。 

廃棄物系バイオマス 

⑤ きのこ廃培地の利用促進プロジェクト プロジェクト自体がバイオマス利用量

アップには直接寄与しないが、きのこ廃培

地の利用用途拡大に寄与（これにより量も

アップ(1,500ｔ増を見込む)） 

⑥ 食品廃棄物の利用促進プロジェクト ・食品加工残渣 100％利用に寄与 

（表８の賦存量のうち、未利用となってい 

る約 2,000ｔの活用） 

・きのこ廃培地の利用量アップにも寄与 
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その他のバイオマス

活用プロジェクト 

⑦ 廃食用油の燃料化、活用プロ

ジェクト 

プロジェクト自体がバイオマス利用量

アップには寄与しないが、利用用途の拡大

が期待される。（利用量のアップには、回

収方法の確立が必要） 

⑧ 排水中の油分抽出・燃料化プ

ロジェクト 

 プロジェクト自体がバイオマス利用量

には寄与しないが、食品加工工場等の排水

処理経費の負荷軽減が期待される。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



49 

 

4 事業化プロジェクト 

4.1 基本方針 

本市のバイオマス賦存量及び利用状況の特長としては、森林面積が全体の 62.8%を占め

ており、豊富な木質バイオマスが存在することがあげられます。戦後植栽した人工林が主

伐の時期を迎えようとしていますが、間伐材の利用率は 46%と、徐々に増加傾向にあるも

のの、低い状況が続いています。 

間伐材・林地残材等のマテリアル利用では、おが粉がきのこ培地として利用されていま

す。きのこの安定的な栽培に寄与するもので、地域内で発生するバイオマスの循環利用が

可能であり、有効活用を進めることにより、地域資源を生かした産業の活性化のみではな

く、関連する域内諸既存産業の活性化にも繋がります。 

また、エネルギー利用では、化石燃料代替として利用することにより、CO2 排出量の削

減につながり、地球温暖化防止・脱炭素社会の構築に寄与します。 

果樹栽培については、果樹剪定枝が年間約 5,861ｔ発生しますが、利用率は 48%と低い状

況です。 

これらの主要農産物の事業性の確保、安定的な生産を持続するためには、発生派生する

バイオマスの効果的な処理が不可欠になります。 

更に、本市の主要な農産物である「きのこ栽培」（本市農業産出額(推計)の 30.6%：62.3

億円）と「果樹栽培」（本市農業産出額(推計)の 45.2%：92.0億円）が非常に大きな割合を

占めていることも特長としてあげられます。 

きのこ栽培に伴うきのこ廃培地の排出量は 50,676ｔ/年でバイオマス全体（廃棄物系及

び未利用バイオマス）の 20%（湿潤量）を占めており、利用率は 86%と高い割合ですが、発

生量が多く、有効活用が求められます。 

工業分野では、食料品の製造品出荷額が多く、食品廃棄物がバイオマス全体（廃棄物系

及び未利用バイオマス）の 36％(湿潤量)と最も大きな割合を占めているため、これらの有

効活用も重要です。 

３項で掲げた目指すべき将来像を実現するため、及び、木質バイオマス、きのこ廃培地、

食品廃棄物の３つの活用を促進すべく、表 15に示す３重点プロジェクト（６つの事業化プ

ロジェクト）を設定しました。 

各プロジェクトの取組、期待される効果、課題等を次項以降に示します。なお、個別の

事業化プロジェクトについては、その内容に応じて、近隣市町村や民間事業者や学究機関

等（産学官）と連携して実施します。 

また、各プロジェクトは現時点における主たる事業を記載していますが、重点等に位置

付けているバイオマス資源を更に有効に活用し、その利用量を高めていくために、今後プ

ロジェクトにぶら下がる形で、原料調達や残渣の処理などの小プロジェクトの発足も検討

していく必要があります。 
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4.2 木質バイオマスの利用促進プロジェクト 

本市は、森林から発生する間伐材、製材端材や果樹園から発生する果樹剪定枝等の木

質バイオマスが多いものの、十分に活用されていない現状を踏まえ、再生可能エネルギー

の中でも、自然気象の影響を受けにくく安定したエネルギー源と成り得るバイオマスを活

用したエネルギー創出とマテリアル利用を目的として、木質バイオマスの利用促進プロジ

ェクトの更なる推進を目指します。 

現在、市内では、中山間地域を中心に、間伐材等の搬出、薪等の燃料生産、近隣の需

要先の確保など、地域毎に需要と供給を一体的に行う木質バイオマス利用地域モデル事業

が複数検討・実施されており、浅川モデル（林業事業体、地域団体による材の搬出－木質

バイオマス発電所での発電利用－市内事業者への電力供給、市庁舎の電力購入）、鬼無里

モデル（地域ＮＰＯによる材の搬出、薪加工－市有温浴施設での熱利用）、七二会モデル

（地域団体による材の搬出－薪ストーブ取扱い事業者への販売など）が構築され、里山の

保全に寄与しています。更に、隣接の小川村でも同様のモデルが実施されており、連携中

枢都市圏構想の連携事業として、周辺市町村を含めた事業展開を予定しています。 

また、果樹剪定枝については、「果樹剪定枝等まきストーブ活用事業」による活用

を、平成 17年度から行っています。一般家庭の剪定枝についても、資源ごみとしての回

収を平成 21年度から開始し、前述の木質バイオマス発電所での発電利用(ペレット化)や

他事業者によって堆肥化利用がされています。 

これらの既存事業を継続・推進するとともに、表 16～19に示す新たな４つの事業化プ

ロジェクトを進めます。 
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表 16 製材おが粉を利用した木質ペレットの製造プロジェクト 

プロジェクト概要 

事業概要 

本事業の主要範囲は「製材とペレット製造の一体的施設整備」とし、

その事業性を精査します。「材の搬出作業システムの構築」については

側面から支援することとします。 

また、「薪・ペレットストーブと木質ペレット・ブリケット利用促進

プロジェクト（表 18）」と連携して、ペレットの普及を目指します。 

 

【事業概要】 

「製材(パレット仕組板製造工場)とペレット製造の一体的施設整備」 

製材所と併設してペレット製造施設を整備し、ペレット原料に製材端

材を用いるほか、隣接するバイオマス発電所の余熱を製造過程で利用す

ることにより、それぞれの製造コストの低減を図る。更に、市場ニーズ

に合致した木材製品の製造体制を構築し、木材製品やペレット等の価格

低廉化と併せて需要拡大を図る。 

 

(関連事業)「材の搬出作業システムの構築」 

自伐林家・団体等の搬出を促進するほか、路網整備の推進や高性能林

業機械の活用による作業効率の向上を図る。 

事業主体 民間事業者、林業事業体 

計画区域 長野市内、長野圏域内（木材調達は長野市を中心とする半径約 30㎞圏内） 

バイオマス利用量 
約 35,000t/年（パレット仕組用材 10,000ｔ(㎥)/年＋木質バイオマス発電

所利用の未利用材等約 25,000t/年） 既存利用含む 

バイオマス製品量 

木材製品（パレット仕組板）5,000t(㎥)/年 

ペレット約 500ｔ/年（当初計画）（おが粉 1,000ｔ/年） 

木質バイオマス発電燃料 未利用材約 25,000t/年＋製材端材 4,000ｔ/年 

（初期においては、製材おが粉をペレット原料とし、端材については、発

電原料とする。ペレット需要拡大と併せて、端材のおが粉化、ペレット化

の体制を整備していく。） 

原料調達計画 林業事業体からの調達及び木質バイオマス利用地域モデルからの調達 

施設整備計画 ペレット製造設備（一部既存） 

製品・エネルギー利用計画 

木材製品（パレット仕組板）を出荷 5,000ｔ(㎥)/年 

製材端材を木質バイオマス発電所で利用 4,000ｔ/年 

ペレット(製材おが粉利用)を市内のストーブ・ボイラーで利用 

（既存）温浴施設１施設×200ｔ=200t/年＋ストーブ 1t/台×260台=260ｔ

/年＋他自治体（長野圏域）40ｔ/年 

事業費 基本計画段階で検討・見積り 

年度別実施計画 

令和３年度：事業の構想・基本計画 

令和４年度：施設の整備 

令和５年度：施設稼働開始 



53 

 

事業収支計画（内部収益率

（IRR）を含む。） 
基本計画段階で試算 

令和３年度に具体化する取組 

・事業の構想～基本計画 

・木質バイオマス利用地域モデルの創出と連携への支援 

５年以内に具体化する取組 

・実施設計～設備の整備～事業開始 

・施業に関する「材の搬出作業システム」の構築 

10年以内に具体化する取組 

・長野圏域（連携中枢都市圏：周辺８市町村との連携）への取組拡大 

・ペレット増産体制構築（ペレット需要拡大と合わせて製材端材のおが粉化、ペレット化） 

効果と課題 

効果 

【変換施設：製材所の整備】 

・主伐への対応ができ、林業の活性化に寄与 

・ペレット製造等の施設機能の集約化を図ることで事業が効率化 

・製材所端材の有効利用を推進 

・余熱利用により、ペレット化の乾燥の製造過程のコストが低減 

・新たな雇用の創出 

・木材製品やペレット等の価格の低減ができ、需要が増大 

・間伐等の推進により森林による CO2吸収が進み地球温暖化対策に貢献 

・生物多様性の保全等、森林の多面的機能の確保に貢献（防災・減災） 

 

【材の搬出：作業システムの構築】 

・間伐材の森林施業や路網整備等の推進 

・高性能林業機械の活用による作業効率の向上 

・安全で安定した材の搬出が可能となることと、担い手の確保促進 

課題 ・ペレット燃料と化石燃料の価格競争（単位熱量当たり価格） 

イメージ図 

 

表 18 薪・ペレットストーブと木
質ペレット・ブリケット利用促進
プロジェクト 
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表 17 複数バイオマス資源のバイオブリケット化プロジェクト 

プロジェクト概要 

事業概要 

市内にある木質バイオマスを主としたバイオマス資源について、破砕・

乾燥の上で、固形燃料化（バイオブリケット化）を図り、燃料利用を行い

ます。 

また、「薪・ペレットストーブと木質ペレット・ブリケット利用促進

プロジェクト（表 18）」と連携して、バイオブリケットの普及を目指し

ます。 

事業主体 民間事業者 

計画区域 長野市内（将来的には長野圏域内（連携中枢都市圏）も視野に） 

バイオマス利用量 

きのこ廃培地（600ｔ/年）、バーク（600ｔ/年）、おが粉（48ｔ/年）（製

材端材）、剪定枝、ソルガム茎葉 など 合計 1,200t以上/年（乾燥重量） 

（括弧内数値は、当初計画値(市外調達も含む)。今後、製品利用先を広げ

ていった場合は、更に増える見込み） 

バイオマス製品量 
バイオブリケット 当初計画では、888ｔ/年 

         将来的に 1,200t/年（乾燥重量） ※自社利用分 

原料調達計画 

現在、市外から乾燥済みのきのこ廃培地を 240ｔ/年調達 

今後市内から、バークやおが粉など様々なバイオマス資源の効率的な収集

方法を構築予定 

施設整備計画 破砕・乾燥設備（既存バイオブリケット製造設備を拡大して整備） 

製品・エネルギー利用計画 

鋳物鋳造時に用いる石炭コークスの代替として、バイオブリケットを燃

料利用。石炭コークスを使用している同様事業者に展開可能。 

木質バイオマスを原料としたブリケットについては、薪の代替として薪

ストーブでの利用も検討（原料を乾燥し固形燃料化するため、含水率が低

く、煙低減対策としての活用を目指す。） 

事業費  170,000千円 

年度別実施計画 

令和３年度：原料調達の検討、破砕・乾燥設備の整備、 

バイオブリケット増産 

薪ストーブでの活用検討 

令和４年度：利用先の拡大 

      効率的な材の収集方法を検討 

事業収支計画（内部収益率

（IRR）を含む。） 

収入：57,500千円、償却年数：９年 

資金回収：８年、経常利益率 6.6％、（設備補助見込まず試算） 

内部収益率（IRR）：3.7％ 

令和３年度に具体化する取組 

・新しい原料の利用検討（バーク、剪定枝、ソルガム茎葉など）および加工工程（破砕・乾燥）の整備 

・効率的な集材方法の検討 

・バイオブリケットの製造量を増やす 

・薪ストーブでの活用検討 

５年以内に具体化する取組 

・効率的な集材方法の具現化 

・バイオブリケットの利用先の拡大 
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10年以内に具体化する取組 

生産・利用状況の見直し（拡大） 

効果と課題 

効果 

・廃棄物の削減、資源の循環利用を推進 

・化石燃料を自然由来のバイオ燃料に切り替えることで、脱炭素化・温暖化対策に寄

与 

・地産地消（地域の資源を地域で燃料(熱)利用できる。） 

・木質バイオマスを活用することで、間伐材等の利用推進に寄与 

・新たな雇用の創出が期待（バイオブリケット製造工程で福祉施設との連携を予定） 

課題 

・原料の収集調達の更なる効率化 

・新規材料の検討にあたる研究資源（資金・人材等、学術機関との連携が要検討） 

・薪代替としての活用検討 

イメージ図 

 

 

 

表 18 薪・ペレットストーブ

と木質ペレット・ブリケット
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ロジェクト 



56 

 

表 18 薪・ペレットストーブと木質ペレット・ブリケット利用促進プロジェクト 

プロジェクト概要 

事業概要 

 「製材おが粉を利用した木質ペレットの製造プロジェクト（表 16）」

および「複数バイオマス資源のバイオブリケット化プロジェクト（表

17）」で生み出された木質燃料(ペレット、ブリケット)の利用拡大を図

ります。 

 

【各事業概要】 

(1) 薪・ペレットストーブの市内製造 

「複数バイオマス資源のバイオブリケット化プロジェクト（表 17）」

の主体事業者は、バイオブリケットを活用した低炭素な製法で鋳造を行

っており、その鋳造技術を活用したオリジナルの薪・ペレットストーブ

の製造を検討している。 

この取組の実現により、薪・ペレットストーブと併せて、薪・ペレッ

トやブリケットの普及促進を行う。 

 

(2) 薪・ペレットストーブ販売事業者、ＮＰＯ法人等との連携による普

及啓発、機器導入・燃料購入支援 

バイオマスキャンペーンとして、本市が、関連事業者や団体等と協力

して広報やイベントを実施。 

適正利用の啓発とともに、機器導入や燃料購入支援も行うことによっ

て、薪・ペレットストーブの普及を目指す。 

また、薪ストーブの煙対策としてのバイオブリケット利用を検討し、

地域環境と調和した薪ストーブの利活用推進を図る。 

 

(3) 市有施設へのストーブ・ボイラーの導入検討 

既にペレットストーブ５台、ペレットボイラー１台、薪ストーブ１

台、薪ボイラー１台を公共施設に導入しているが、新たな機器の導入を

検討し、ペレット・ブリケットの活用を目指す。 

事業主体 民間事業者、NPO法人等、長野市 

計画区域 長野圏域内（連携中枢都市圏） 

バイオマス利用量 

・ペレットを市内のストーブ・ボイラーで利用 

（既存）温浴施設１施設×200ｔ=200t/年＋ストーブ 1t/台×260台=260ｔ

/年＋他自治体（長野圏域）40ｔ/年 

・薪・ペレットストーブの製造にブリケットを利用 

・薪の代替としてブリケットを活用 

バイオマス製品量 
・薪・ペレットストーブ製造・販売 数量未定 

・燃料利用は同上 

原料調達計画 

「製材おが粉を利用した木質ペレットの製造プロジェクト（表 16）」およ

び「複数バイオマス資源のバイオブリケット化プロジェクト（表 17）」と

連携 

施設整備計画 現状設備で対応 
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製品・エネルギー利用計画 
・薪・ペレットストーブの普及 

・ペレット、ブリケットを市内のストーブ・ボイラーで利用 

事業費 開発費、製造原価のみ 

年度別実施計画 
５年以内：薪・ペレットストーブの製造検討、製造・販売の実現 

     燃料（薪・ペレット・ブリケット）と併せて普及を目指す。 

事業収支計画（内部収益率

（IRR）を含む。） 
未定 

令和３年度に具体化する取組 

薪・ペレットストーブの製造検討 

５年以内に具体化する取組 

薪・ペレットストーブの製造・販売開始 

10年以内に具体化する取組 

燃料（薪・ペレット・ブリケット）と併せた普及啓発を実施 

効果と課題 

効果 

・化石燃料を自然由来のバイオ燃料に切り替えることで、脱炭素化・温暖化対策に寄

与 

・地産地消（地域の資源を地域で燃料(熱)利用できる。非常時の燃料としても活用が

期待） 

・木質バイオマスを活用することで、間伐材等の利用推進に寄与 

・また、薪ストーブの苦情削減を図ることで、更なる間伐材等の利用推進 

・それにより、森林保全、里地里山の再生、生物多様性の確保に貢献 

・新たな雇用の創出が期待 

課題 

・木質燃料（ペレット・ブリケット）と化石燃料の価格競争（単位熱量当たり価格） 

・薪・ペレットストーブの煙や臭い、またメンテナンス(管理)に対する対策（導入、設

置、アフターフォローの体制構築） 

イメージ図 

 

表 17 

表 16 
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表 19剪定枝を利用した発電事業プロジェクト 

プロジェクト概要 

事業概要 

地産地消 2MWバイオマス発電所を市内に整備します。 

 

道路、公園、里山などの整備事業等で生じる長野市内の剪定枝（支障

木、伐根等含む）を燃料として有効活用し、FIT制度の下で売電する発電

所を立ち上げます。 

事業主体 民間事業者（市外事業者と市内事業者の JV） 

計画区域 長野市内（原料調達は、市外も含む） 

バイオマス利用量 剪定枝チップ（道路、公園、里山等由来）30,000ｔ/年 

バイオマス製品量 

電力量：年間約 14,600 MWｈ  

熱（排熱利用）：所内利用（原料乾燥） 

焼却灰：約 100ｔ/年 

原料調達計画 
長野市内および周辺地域で生じる剪定枝を破砕する市内事業者等から調

達 

施設整備計画 市内用地（5,000～8,000㎡程度）に木質バイオマス発電施設を整備 

製品・エネルギー利用計画 

・電力 

再エネ由来の電気として、FIT制度を利用し、20年間売電。その後もバイ

オマス発電所として追加で 20～30年、計 50年程度運転する計画 

・熱 

燃焼時の排熱を原料の乾燥に利用する。余剰分は他用途での活用も検討 

・焼却灰 

農地の土壌改良剤として利用予定。余剰が発生した場合は、セメント利用

や廃棄物として処理 

事業費 概算 25億円 

年度別実施計画 

令和３年度：基本計画（原料調達体制、候補地選定、事業体のあり方等） 

一般送配電事業者と接続交渉 

      接続の合意後、経済産業省へ事業認定申請 

令和４年度：経済産業省の認定を受け、事業体を発足後、着工 

令和６年度：運転開始 

事業収支計画（内部収益率

（IRR）を含む。） 

FIT24円 20年の売電収入 約７０億円 

施設運営維持費(20年）  約２８億円 

事業税、固定資産税   約 ３億円 

純営業収益（借入返済前）約３９億円 

（設備建設費=出資金＋借入金 約２５億円） 

償却年数 15年  NOI利回り 9%  IRR 6% 

令和３年度に具体化する取組 

・候補地選定 

・一般送配電事業者と接続交渉 

・接続の合意後、経済産業省へ事業認定申請 

・事業体組成のためのスポンサー間協議 
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５年以内に具体化する取組 

令和６年 建設完了 商業運転開始 

10年以内に具体化する取組 

当該バイオマス発電所の安定的な運営 

効果と課題 

効果 

・地域で発生する剪定枝の有効活用（現状は、農業等の土壌改良剤、あるいは汚泥の水

分調整剤として利用されているが、需要に限りがある。） 

・市内で発生する廃棄物の更なる有効利用（発電燃料として再利用） 

・剪定事業、緑化整備事業の後押し（剪定枝の受入先があることで、整備事業の計画性

を向上） 

・再生可能エネルギーにより、CO2削減(温暖化対策)、SDGｓに寄与 

・レジリエンスの向上。災害時にも、独立電源として、お湯と電気を供給可能。 

・新たな雇用の創出が期待 

課題 

・剪定枝チップはバイオマス燃料としては含水率が高く、一部、乾燥プロセスを組み

込む等、その取り扱いに工夫が必要 

・積雪時期のバイオマス材の確保について、しっかりとした計画が必要（ストックヤ

ードの整備などを検討中） 

イメージ図 
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4.3 きのこ廃培地の利用促進プロジェクト 

本市の主要な農産物であるきのこの生産に伴い、廃培地が排出されますが、これらの

利用促進が安定的なきのこ生産に欠かせない重要な取組となります。 

廃培地は年間約 50,676ｔ排出され、堆肥化・家畜敷料や自家利用で 86%が利用されて

います。 

きのこ培地はおが粉利用とコーンコブ利用に大別され、その内訳はおが粉系が 54%、コ

ーンコブ系が 46%です。おが粉系について現状は県外から調達したものを固形燃料化利用

（前述、表 17複数バイオマス資源のバイオブリケット化プロジェクト）されており、今

後は市内の材料活用も含めて、更なる利用拡大が期待されます。 

一方、コーンコブ系は発熱変敗(腐敗)しやすく悪臭の問題等を抱えており、十分に活

用されていない状況です。市内の機器製造メーカーでは、きのこ廃培地の再生利用研究の

ほか、飼料化に取り組んでおり、乳酸発酵を用いて保存を可能としたことに加え、牛の排

せつ物の臭気低減、粗飼料の代替、肉牛の高品質化（A5級）の結果が得られました。更

に、きのこ培地にリンゴの搾りかすを加えたものを乳酸発酵させた廃培地を飼料として与

えたところ、肉の高品質化に顕著な効果が認められました。 

このように飼料化は、きのこ廃培地活用の一つの出口となる可能性があり、活用のた

めの乾燥、殺菌といった技術開発が、市内で進められています。 

これらきのこ廃培地の利用用途拡大により、本市と信州大学が共同で実施している

「資源作物（ソルガム）活用プロジェクト」で進める、輸入に頼っているコーンコブ系培

地の代替としてソルガムの茎葉の活用、廃培地のエネルギー化等も具現化されることにな

ります。また、食品廃棄物と合わせて、メタン発酵の炭素源としての利用も可能であり、

発酵後の残渣は畑に液肥として戻す循環型の資源活用も検討されています。 
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表 20 きのこ廃培地の利用促進プロジェクト 

プロジェクト概要 

事業概要 

きのこ廃培地の様々な活用方法を推進します。 

本事業の主要範囲は、「乾燥方法の構築」とし、その事業性を精査し

ます。 

 

【事業概要】 

『おが粉系』 

「乾燥方法の構築」（きのこ廃培地以外の活用も検討） 

長野地域から発生している材でありながら、高含水率であることなど

が理由で活用が進んでいない廃棄物系バイオマスを、産業廃棄物焼却施

設からの排熱により乾燥することで、「複数バイオマス資源のバイオブ

リケット化プロジェクト(表 17)」と連携し固形化燃料として活用するほ

か、飼料化を目指す。 

 

『コーンコブ系』 

(関連事業１)「再生化、飼料化」 

 市内民間事業者で研究されてきた技術の活用、推進を行う。 

 

(関連事業２)「バイオガス化」 

「食品廃棄物の利用促進プロジェクト（表 21）」と連携して使用済み

培地（廃培地）のメタン発酵利用を検討（詳細は、食品廃棄物の利用促

進プロジェクトに記載） 

事業主体 民間事業者 

計画区域 長野市内 

バイオマス利用量 未定 

バイオマス製品量 未定 

原料調達計画 

乾燥方法の構築で、調達を検討している廃棄物系バイオマス 

1) 使用済みきのこ培地(主におが粉系培地) 

2) その他廃棄物系バイオマス（木材を加工する際に発生する木くずや

バーク、建設廃材など木質由来のもの） 

施設整備計画 
産業廃棄物焼却施設の更新時に、排熱活用廃棄物系バイオマス乾燥施設

の導入検討を行う。 

製品・エネルギー利用計画 

使用済みきのこ培地などの乾燥品(含水率 15％以下)をバイオブリケッ

ト原料として受け入れる民間事業者への供給を検討（「複数バイオマス資

源のバイオブリケット化プロジェクト（表 17）」との連携） 

その他、飼料化も検討 
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事業費 排熱活用乾燥ファンユニットや乾燥コンテナ：20,000千円 

年度別実施計画 

令和３年度：検討、補助金調査 

令和４年度：焼却施設更新との調整実施、 

補助金申請準備 

事業収支計画（内部収益率

（IRR）を含む。） 
未定 

令和３年度に具体化する取組 

検討・調査 （廃棄物系バイオマス乾燥事業収支の計算、廃棄物系バイオマス乾燥事業による二酸化炭素

排出量削減量の計算） 

５年以内に具体化する取組 

・焼却施設更新との調整実施 

・補助金申請準備 

10年以内に具体化する取組 

未定 

効果と課題 

効果 
・焼却施設排熱を活用して廃棄物系バイオマス乾燥を行うことにより、化石燃料に替

えてバイオマス燃料使用を推進し、地球温暖化対策に貢献 

課題 
・産業廃棄物焼却施設の更新時期は未定 

・現時点では、乾燥バイオマス燃料の供給先が少ない。 

イメージ図 

 

表 17 

表 21 
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4.4 食品廃棄物の利用促進プロジェクト 

本市は、製造品出荷額のうち食料品の占める割合が多く、バイオマス全体（廃棄物系

及び未利用バイオマス）においても、食品廃棄物の賦存量が大きな割合を占めています。

よって、きのこ廃培地と同様、食品廃棄物の活用は、市内製造業の支援として欠かせない

重要な取組となります。 

食品廃棄物は、年間 91,228ｔが排出されており、生ごみ（家庭系＋事業系）について

は、広域のごみ処理施設（ながの環境エネルギーセンター）で焼却処理し、余熱を近くの

市有施設（スポーツレジャー施設）の温水プールで利用しているほか、発電した電力は、

地産地消、温暖化対策、環境教育などを目的として、市立の小中学校・高校 80校で活用

をしています。 

また、家庭系の生ごみについて、本市では、まずは減量するための取組に注力してお

り、家庭向けに、生ごみ自家処理講座（出前講座）や生ごみ自家処理機器購入費補助金と

いった事業を実施しています。 

その他、学校給食の飼料化、堆肥化を含め、生ごみについては 100％利用されています

が、更なる有効活用の検討の余地は残っている状況です。 

一方、食品加工残渣は飼料化、堆肥化利用されているほか、排水処理も含めたメタン

発酵によるエネルギー利用がされているものの、生ごみと同様に更なる有効活用を検討し

ていく必要がある状況です。 

これら既存の活用方法と合わせつつ、食品廃棄物の有効活用に取り組みます。 
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表 21 食品廃棄物の利用促進プロジェクト 

プロジェクト概要 

事業概要 

食品廃棄物を主対象として、メタン発酵事業化および家畜飼料化を推

進します。 

本事業の主要な範囲は、「メタン発酵事業化」とし、その事業性を精

査します。 

 

【事業概要】 

「メタン発酵事業化」 

主には長野市内で発生している食品加工残渣やきのこ廃培地などの有

機廃棄物を利用してバイオガス化発電を行い、廃棄物を価値あるエネル

ギーとして、有効活用の検討。また、地域の非常時電源としての役割も

検討 

 

(関連事業)「家畜飼料化」 

 市内の機器製造メーカーにより、「真空過熱蒸気乾燥機」などの過

熱・殺菌機器が開発されている。メタン発酵による活用方法以外で、こ

れら乾燥機器を活用した食品廃棄物の家畜飼料化を推進 

事業主体 SPC（特別目的会社）、民間事業者 

計画区域 長野市内（原料調達は、市外も含む） 

バイオマス利用量 食品加工残渣等 合計 80ｔ/日 （26,640t/年、約 8,000h(333日)稼働） 

バイオマス製品量 
電力量：年間約 5,488 MWh（700kW×8,000ｈ稼働）※稼働率 98％ 

その他、余熱、消化液、固形残渣も活用 

原料調達計画 長野市内を中心とした食品加工会社など数社の協力による持込、又は回収 

施設整備計画 市内でメタン発酵施設建設 

製品・エネルギー利用計画 

電力：FITを利用した売電 

非常時の電力供給にも利用（災害時にスマホ充電用電源利用など） 

熱：温水等は地域住民等へ供給（健康センター等） 

事業費 20億円程度 

年度別実施計画 

令和３年度：構想、計画 

令和４年度：適地選定、参画企業選定 

令和５年度：系統接続、FIT（FIP）申請、施設建設 

令和６年度：施設稼働 

事業収支計画（内部収益率

（IRR）を含む。） 
構想・計画段階で試算 
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令和３年度に具体化する取組 

・地域住民への説明と投入物収集・SPC立上げ準備 

・消化液の有効利用調査 

５年以内に具体化する取組 

・SPCの立上げと施設建設 

・長野市内での災害時電源としての有効活用調査及び実施 

10年以内に具体化する取組 

・発生する熱源（温水等）の有効活用 

・消化液の有効活用（液肥散布等） 

・災害時の緊急電源としての最大限の有効利用 

効果と課題 

効果 

・排出される有機廃棄物をエネルギー源として使用することで、廃棄物の減量を期待 

・また、発酵槽より排出される消化液をできる限り液肥等として有効利用 

・発電時に発生する熱（温水）は、温室栽培施設等で利用することで、重油やガスなど

燃料費の削減 

・二酸化炭素排出量の削減にも繋がり循環リサイクル施設として効果的 

・SDGs理念に沿った施設としても期待 

・新たな雇用の創出が期待 

課題 

・液肥として利用されない消化液については、排水処理後、河川放流または下水道投入

となり、キャッシュフロー上の負担大 

・投入物の安定確保 

イメージ図 

 

 
【飼料化】 

飼料化 

乾燥・殺菌 

【メタン発酵事業】 

【付加価値】 

• 残渣の液肥利用 

• 熱需要施設での熱利用 

食品廃棄物等 
ソルガムの循環活用の具現化 

表 20 
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4.5 その他のバイオマス活用プロジェクト 

本市では、３重点プロジェクト以外に、利用率が低い廃食用油の活用や未利用の排水中

油分の活用プロジェクトにも取り組みます。 

この取組については、既存事業も含まれるため、継続して推進するとともに、市による

支援を積極的に行うなど、地域内循環の形成について検討を進めます。 

 

表 22 廃食用油の燃料化、活用プロジェクト 

事業の概要 

事業概要 

事業系廃食用油やサンデーリサイクルで回収された家庭系の廃食用

油は、塗料原料等として活用されるとともに、民間事業者によりバイ

オディーゼル燃料（BDF）化されて、自動車バスの燃料としての利用や

奥裾花自然園再生可能エネルギー活用事業で発電に利用されていま

す。 

「食品廃棄物の利用促進プロジェクト（表 21）」と連携して、BDF製

造時に発生する粗グリセリンの有効活用を検討します。 

この他、A重油蒸気ボイラーによって生ごみを乾燥する飼料製造事業

について、蒸気ボイラーを廃食用油が使用できるボイラーに更新する

ことで、廃食用油の更なる活用を目指します。 

事業主体 民間事業者 

計画区域 長野市内 

バイオマス利用量 家庭系廃食用油 2.4ｔ/年 事業系廃食用油 465t/年  

バイオマス製品量 
油水分離済み廃食用油（2号油）463ｔ/年 

バイオディーゼル燃料 9,360ℓ/年（２号油から製造） 

原料調達計画 

長野市サンデーリサイクルやスーパーマーケットなどから廃食用油

1.5ｔ/日程度調達し、加温静置により油水分離を行い、2号油を生産。 

ボイラー用の燃料や BDF、また塗料原料などに振り分けて使用 

施設整備計画 油水分離済み廃食油燃料蒸気ボイラー 

製品・エネルギー利用計画 

BDF は自動車バスの燃料としての利用や奥裾花自然園再生可能エネ

ルギー活用事業で発電に利用中 

また、BDF化を行っている事業者では、生ごみも収集運搬・乾燥し、

豚の飼料を生産している。この乾燥熱源として、回収した廃食油を油

水分離し製造した 2号油を使用する。（使用量については、検討中） 

事業費 油水分離済み廃食油燃料蒸気ボイラー：25,000千円 

年度別実施計画 
令和３年度：検討、補助金調査 

令和４年度：蒸気ボイラー更新時期を検討、補助金申請準備 

事業収支計画（内部収益率

（IRR）を含む。） 
未定 
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令和３年度に具体化する取組 

検討・調査 （廃食油燃料蒸気ボイラーへ更新することによる生ごみ乾燥飼料化事業収支の計算、廃

食油燃料蒸気ボイラーへ更新することによる二酸化炭素排出量削減量の計算） 

５年以内に具体化する取組 

・蒸気ボイラー更新時期を検討 

・補助金申請準備 

10年以内に具体化する取組 

未定 

効果と課題 

効果 

・資源の循環利用 

・廃棄物処理施設の負担軽減 

・災害時にエネルギー利用が可能 

・化石燃料使用量の削減とバイオマス(廃食用油)使用量の増加により、地球温暖化

対策に貢献 

課題 

・家庭系廃食用油の回収方法の確立 

・BDF製品の高品質化 

・生ごみ乾燥飼料の需要が近隣では少ない。 

イメージ図 

 

 

【生ごみ乾燥飼料化施設の熱源のバイオマス燃料化】 
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表 23 排水中の油分抽出・燃料化プロジェクト 

プロジェクト概要 

事業概要 

一般廃棄物、産業廃棄物となる排水汚泥に含まれる油分の活用を目指し

ます。 

 

【事業概要】 

雑排水や合併浄化槽等の一般廃棄物となる汚泥、食品工場等の産業廃

棄物となる汚泥、それらに含まれる油分を抽出・燃料化する技術の確

立・事業化を目指す。 

更に、生成した燃料を、ボイラー等の熱利用や発電利用を目指す。 

事業主体 民間事業者 

計画区域 長野市内（原料調達は、近隣市町村及び近隣県を含む） 

バイオマス利用量 

（当初計画）一般廃棄物(雑排水・合併浄化槽)1ｔ/日 

産業廃棄物(飲食店・食品工場の汚泥)2ｔ/日  

     合計 900ｔ/年  将来的には、合計 3,600ｔ/年見込み 

バイオマス製品量 1ｔ/日、300ｔ/年 （将来的には、1,200ｔ/年） 

原料調達計画 

事業主体である民間事業者による一般廃棄物(雑排水・合併浄化槽)及び

産業廃棄物(飲食店・食品工場の汚泥)の収集運搬業務により収集 

または外部収集運搬業者の一般廃棄物及び産業廃棄物の持ち込み分  

当初計画では市内 1ｔ/日（300ｔ/年）、市外 2ｔ/日（600ｔ/年）を予定 

施設整備計画 油水分離施設の整備、抽出油による発電施設検討及び整備 

製品・エネルギー利用計画 

当初計画では、300ｔ/年の燃料を生産。 

農業ハウス用の暖房燃料としての活用（ボイラー利用者へ販売） 

将来的には発電事業を検討（自家活用もしくは売電） 

事業費 未定 

年度別実施計画 

令和３年度：油水分離施設の整備 

抽出油による農業用暖房施設の検討及び運用試験 

抽出油による発電方式の検討及び試験 

令和４年度：抽出油による農業用暖房施設の稼働 

抽出油による発電方式の検討及び試験 

事業収支計画（内部収益率

（IRR）を含む。） 
未定 

令和３年度に具体化する取組 

・油水分離施設の整備 

・抽出油による農業用暖房施設の検討及び運用試験、発電方式の検討及び試験 

５年以内に具体化する取組 

抽出油による農業用暖房施設の稼働。発電施設の整備検討 
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10年以内に具体化する取組 

・抽出油の増産（プラント増設、本格稼働） 

・発電施設稼働、安定的な運営 

効果と課題 

効果 

・一般家庭から発生する雑排水、合併浄化槽、また飲食店等のグリストラップ、食品工

場等の排水処理施設から排出される処理困難物である油分の安価な再生処理方法の

実現 

・現状は、焼却処理等されている排水油分を有効利用 

・それに伴い排出される廃棄物を削減 

・安価な抽出燃料を利用することで、農業を中心とした中山間地の活性化に貢献 

・再生（リサイクル）油の利用によって温暖化対策に寄与 

・抽出燃料を利用し発電事業も可能 

・これにより新たな雇用の創出が期待 

課題 

・抽出油を利用した発電方式の選定 

・発生電気量の試算から発電規模を確定する試験 

・これらの検討には、時間がかかる。 

イメージ図 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

① 一般廃棄物 

(雑排水・合併浄化槽) 

② 産業廃棄物 

(飲食店・食品工場等) 

排水から油

分を抽出し

燃料の製造

を行う 

農業の暖房燃料とし

ての利用・中山間地活

性化 

抽出燃料にて発電 

(自家利用または売電) 
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4.6 各プロジェクトの課題の整理 

4.2～4.5に示した事業化プロジェクトの課題を表 24にまとめます。 

更に、ここに示した課題以外にも、各プロジェクトを進める中で、様々な課題に直面す

ることが想定されます。 

３項に示した本市の目指す将来像と目標を達成するためにも、プロジェクトを進める中

で直面した課題に随時対応できるよう、７項に掲げるフォローアップの方法をベースとし

て、プロジェクトの進捗状況評価、課題の整理と対策の検討を行います。 

 

表 24 事業化プロジェクトの課題の整理 

 未利用バイオマス 課題 対策案 

 

木質バイオ

マスの利用

促進プロジ

ェクト 

製材おが粉を利用した

木質ペレットの製造プ

ロジェクト 

・ペレット燃料と化石燃料の

価格競争 

 

・製造工程の効率化 

・販路の構築、拡大 

 複数バイオマス資源の

バイオブリケット化プ

ロジェクト 

・原料の収集調達の更なる効

率化 

・新規材料検討のための研究

資源 

・薪代替としての活用検討 

・異業種間の連携 

・ストックヤードの検討 

・学術機関との連携 

薪・ペレットストーブと

木質ペレット・ブリケッ

ト利用促進プロジェク

ト 

・木質燃料（ペレット・ブリ

ケット）と化石燃料の価格

競争 

・薪・ペレットストーブの煙

や臭い、メンテナンスに対

する対策 

・製造工程の効率化 

・販路の構築、拡大 

・適正利用の啓発 

・ストーブ販売事業者などと 

の連携 

 剪定枝を利用した発電

事業プロジェクト 

・乾燥プロセスの組込み 

・積雪時期の原料確保（スト

ックヤードの整備） 

・異業種間の連携 

廃棄物系バイオマス 課題 対策案 

きのこ廃培地の利用促進プロジェクト ・実施時期が未定 

・乾燥バイオマス燃料の供給

先が少ない。 

・関係者との定期的な情報共

有、調整 

・販路の構築、拡大 

食品廃棄物の利用促進プロジェクト ・消化液の活用、処理方法 

・投入物の安定確保 

・異業種間の連携 

・活用方法の検証 

その他のバ

イオマス活

用プロジェ

クト 

廃食用油の燃料化、活用

プロジェクト 

・家庭系廃食用油の回収方法

の確立 

・BDF製品の高品質化 

・飼料需要先が少ない。 

・市民啓発および市民を巻き

込んだ取組の検討 

・学術機関との連携 

・販路の構築、拡大 

排水中の油分抽出・燃料

化プロジェクト 

・抽出油利用の発電方式の選

定、試験 

・事業検討に時間がかかる。 

・異業種間の連携 

・学術機関等との連携 
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4.7 将来的な活用方法の検討 

本市では、少子高齢化・人口減少を迎える将来の環境変化を見据え、未来に向けた変革

の第一歩として、2019年４月、「長野地域経済成長けん引プロジェクトチーム」（以下、「プ

ロジェクトチーム」）を結成し、市の経済基盤の底上げと長野地域の経済成長をけん引する

具体的方策について検討を開始しました。 

プロジェクトチームで、現状の分析および 2040年のありたい姿をまとめ、「自然の循環

と経済の発展を両立させる、長野らしい、世界に誇る「産業」創造で、平均所得を倍増す

る。」という 2040年ビジョンを掲げました。 

現在、この 2040年ビジョンを実現すべく、個別プロジェクトの構築・具現化・推進を目

指しています。個別プロジェクトの一つである「新産業創出」プロジェクトとして、バイ

オマス産業（未利用資源を有機材料等に変換させる環境先進都市）もテーマの一つとして

検討を進めています。 

4.2～4.5で示したバイオマス利活用プロジェクトを進める中で、薄く広く存在する地域

のバイオマス資源を集める仕組みを構築し、当面は既存または確立しつつある技術を用い

て、地域資源の活用を目指します。 

一方で、将来的な新しい技術の革新にも注視しつつ、更なる付加価値が得られる活用方

法が出てきた場合には、新たな産業の構築について検討をしていきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 24 将来的なバイオマスの利活用方法の検討 
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5 地域波及効果 

本市においてバイオマス産業都市構想を推進することにより、計画期間内（令和 12年度

までの 10年間）に、次のような市町村内外への波及効果が期待できます。 

 

5.1 経済波及効果 

本構想において、各事業化プロジェクトを実施した場合に想定される事業費がすべて地

域内で需要されると仮定して、長野県産業連関分析シート（平成 23 年、37 部門）を用い

て試算した結果、計画期間内（令和 12年度までの 10年間）に以下の経済波及効果が期待

できます。 

なお、ここでは主に、以下の３つの事業化プロジェクトについて分析します。 

・複数バイオマス資源のバイオブリケット化 

・剪定枝を利用した発電事業 

・食品廃棄物の利用促進（反映可能な部分のみ） 

 

表 25 長野県産業連関分析シートによる経済波及効果（単位：百万円） 

新規需要増加額  12,525 

項 目 生産誘発額 粗付加価値誘発額 雇用者所得誘発額 

直接効果 6,422 2,437 1,320 

1次波及効果 2,298 1,209 648 

2次波及効果 1,098 689 283 

合計（総合効果） 9,819 4,335 2,251 

※ 新規需要増加額：事業化プロジェクトにより増加が見込まれる域内需要の額 

※ 直接効果：財・サービスの需要増加額を直接満たす生産のうち、県内で調達できる分のこと。 

※ １次波及効果：直接効果の中間投入額（原材料等）の生産による波及効果で、各産業へ影響を及ぼす。 

※ ２次波及効果：直接効果と 1次波及効果によって生じた所得の一部が、消費等に回ることで発生する

新たな需要とそれに伴う生産波及効果。なお、2次波及効果により新たに需要が生ま

れ、3次波及効果以降へと続いていくが、通常は 2 次波及効果までの計測に留める。 

※ 生産誘発額：財・サービスの需要増加を満たすために発生する県内生産額。 

※ 粗付加価値誘発額：生産活動により新たに生み出された価値。生産額から原材料などの中間投入額を

引いたもので、雇用者所得、営業余剰、減価償却費、間接税などが含まれる。 

※ 総合効果 ：直接効果、１次波及効果及び２次波及効果の合計 
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5.2 新規雇用創出効果 

本構想における雇用者数が想定できる５つの事業化プロジェクトの実施により、以下の

新規雇用者数の増加が期待できます。 

表 26 新規雇用者数 

事業化プロジェクト 新規雇用者数 

製材おが粉を利用した木質ペレットの製造 １～２名 

複数バイオマス資源のバイオブリケット化 １～２名 

剪定枝を利用した発電事業 ７名 

食品廃棄物の利用促進 ２～３名 

排水中の油分抽出・燃料化プロジェクト ５～６名 

合 計 16～20名 

 

5.3 その他の波及効果 

バイオマス産業都市構想を推進することにより、経済波及効果や新規雇用創出効果の他、

以下の様々な地域波及効果が期待できます。 

表 27 期待される地域波及効果（定量的効果） 

期待される効果 指 標 定量効果 

地球温暖化防止 

脱炭素社会の構築 

・バイオマスのエネルギー利用 

による化石燃料代替量 

電気：20,080 MWh/年 

熱：135,129 GJ/年 

・バイオマスのエネルギー利用 

による化石燃料代替費 

（電力及びＡ重油換算） 

4.8億円/年 

・温室効果ガス(CO2)排出削減量 13,381 t-CO2/年 

リサイクルシステムの 

確立 

・エネルギーの地産地消率 

＝生産されたエネルギーの市町村内

での消費量／市町村内で生産され

るエネルギーの量 

  電気：31.9 % 

熱：36.7 % 

廃棄物の減量 

・廃棄物処理量の削減量 

（廃プラスチックを含む） 
28,188 t/年 

・廃棄物処理コスト削減量 

（廃プラスチックを含む） 
4.6億円/年 

エネルギーの創出 

・地域エネルギー自給率（平成 29年度） 

＝バイオマスによるエネルギー供給

量／市町村内エネルギー消費量 

電気：0.80 % 

熱：0.19 % 

防災・減災の対策 ・災害時の燃料供給量 

木質ﾍﾟﾚｯﾄ/ﾊﾞｲｵﾌﾞﾘｹｯﾄ：300ｔ 

電気(ﾒﾀﾝ発酵)：約 15MWh/日 

（熱利用も想定。また、剪定枝

利用発電所も供給を検討中） 

BDF：9.4kℓ 

森林の保全 

里地里山の再生 

生物多様性の確保 

・林地残材の利用量、販売量等 

間伐量：約 36,000 t/年 

間伐材搬出量：約 22,000 t/年 

原木販売価格：約 1.2億円 
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また、下記に示すような定量指標例によっても、様々な地域波及効果を測ることができ

ます。 

 

表 28 期待される地域波及効果（その他定量指標例） 

期待される効果 定量指標例 

森林の保全 

里地里山の再生 

・森林整備率 

＝間伐材利用等により保全された森林面積／保全対象となる森林面積 

流入人口増加による 

経済効果の創出 
・バイオマス活用施設への市外からの視察・観光者数、消費額 

各主体の協働 

・バイオマス人材、企業の流入による新たなバイオマス産業の創出数 

・環境活動等の普及啓発 

＝バイオマス活用推進に関する広報、アンケート、イベント（セミナー、

シンポジウム等）の実施回数、参加人数 

・市民の環境意識向上 

＝バイオマス活用推進に関するアンケート、イベント（セミナー、シンポ

ジウム等）への参加人数 

＝資源ごみ等の回収量 

・環境教育 

＝バイオマス活用施設の視察・見学、環境教育関連イベント等の開催回

数、参加人数 
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6 実施体制 

6.1 構想の推進体制 

本構想を有効に機能し、具体的かつ効率的に推進するためには、例えば、バイオマスの

収集・運搬やエネルギー・マテリアル等のバイオマス製品の利用における市民や事業者等

の協働・連携が不可欠であるとともに、大学や研究機関等との連携や、国や都道府県によ

る財政を含む支援も、プロジェクトを実現し継続するためには必要であり、事業者・市民・

行政がお互いの役割を理解し、関係機関を含む各主体が協働して取り組む体制の構築が必

要です。 

本市では、平成 21年度に「長野市バイオマスタウン構想」を策定し、同構想を推進する

ための産学官連携組織である｢長野市バイオマスタウン構想推進協議会｣を平成 22 年度に

設置し、市内のバイオマス利活用の検討・推進を行ってきました。 

そのため本構想では、同協議会を発展させて「長野市バイオマス産業都市構想推進協議

会」に改め、構想全体進捗管理、各種調整、広報やホームページ等を通じた情報発信等を

行うとともに、協議会内に「事業化プロジェクト推進部会」を設置し、各プロジェクト実

施の検討や進捗管理、また小プロジェクト等の検討も行います。 

なお、本市では、「長野市環境基本条例」に基づいて長野市環境審議会が設置されており、

「長野市環境基本計画」の進捗管理を行っていることから、必要に応じて各事業化プロジ

ェクトの進捗状況や点検評価結果を長野市環境審議会に報告し、助言を得ることとします。 

 

 

図 25 構想の推進体制 

 

長野市バイオマスタウン構想推進協議会(現在 38団体) 

→ 長野市バイオマス産業都市構想推進協議会 

・関係部局 

・関係機関 

・民間企業 

・学術機関 

市 民 大学・学術機関 国・県・連携市町村 

長野市環境審議会 

各事業化プロジェクト 

実施事業者 

啓発 

情報提供 

支援 

意見 

助言 

支援 

相談 

連携 

協力 

支援 

報告 

連携 

支援 

協力 

報告 

意見聴取 

協力 

参加 
木質バイオマス利活用部会 

各事業化プロジェクト推進部会 



76 

 

6.2 検討状況 

 本市では、一度平成 27年度にバイオマス産業都市構想案を策定していますが、事業化プ

ロジェクトの見直しが必要となり、この段階では申請に至りませんでした。 

本構想は、平成 27年度当時の構想案をベースに、新しい事業化プロジェクトを盛込んで

作成しました。構想内容の検討は、これまで長野市バイオマスタウン構想及び同推進協議

会によりバイオマス利活用を推進してきたことから、推進協議会の役員幹事による構想の

検討および総会での協議をもって、行いました。 

これまでの検討状況を表 29に示します。 

 

表 29 バイオマス産業都市構想策定に向けた検討状況 

年 月日 プロセス 内 容 

H18年 12月 長野市バイオマス産業利活用可能性調査  

H19年 10月 長野市バイオマス産業利活用研究会発足  

H20年 
７月～ 

  12月 
バイオマスタウン構想庁内研究会（４回）  

H21年 
８月～ 

  12月 

バイオマスタウン構想庁内研究会（３回） 

バイオマスタウン構想策定検討委員会（３回） 
バイオマスタウン構想書案を検討 

H22年 
１月～ 

  ３月 

第４回バイオマスタウン構想庁内研究会 

第４回バイオマスタウン構想策定検討委員会 
バイオマスタウン構想書の策定 

H22年 ３月 長野市バイオマスタウン構想の公表  

H23年 ３月 長野市バイオマスタウン構想推進協議会設立  

H24年 ３月 
長野市バイオマスタウン構想推進協議会内に

「木質バイオマス利活用部会」を設立 
 

H26年 ７月 

長野市バイオマスタウン構想推進協議会会員

にバイオマス産業都市への対応に係るアンケ

ート調査を実施 

(当時)会員30団体中、12団体から回答 

７団体からバイオマス産業都市に係る

政府支援の活用要望 

H27年 
～ 

H28年 

10月～ 

３月 

４回の長野市バイオマス産業都市構想検討委

員会で、構想案を検討 

平成27年度農山漁村６次産業化対策事

業補助金（地域バイオマス産業化支援事

業）を受けて構想案を作成 

５月 
事業化プロジェクトの見直しが必要となり、申

請見送り 
 

H29年 
～ 

R元年 
 事業化プロジェクトの検討  

R2年 

10月８日 

10月20日 

長野市バイオマスタウン構想推進協議会 

庁内関係課会議、役員会 

R2年度中に、新たなバイオマス産業都市

構想案の作成・検討にあたることを決定 

12月28日 
長野市バイオマスタウン構想推進協議会 

庁内関係課会議  
事業化プロジェクトについて意見聴取 



77 

 

R3年 

１月７日 
長野市バイオマスタウン構想推進協議会 

役員会 
事業化プロジェクトについて意見聴取 

２月５日 

２月10日 

長野市バイオマスタウン構想推進協議会 

庁内関係課会議、役員会 
構想素案について意見聴取 

３月９日 

３月11日 

長野市バイオマスタウン構想推進協議会 

庁内関係課会議、役員会 
構想案を確認 

３月19日 バイオマスタウン構想推進協議会総会 構想案について意見聴取 

５月～ 

  ６月 
パブリックコメント実施  
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7 フォローアップの方法 

7.1 取組工程 

本構想における事業化プロジェクトの取組工程を図 26に示します。 

本工程は、社会情勢等も考慮しながら、進捗状況や取組による効果等を確認・把握し、

必要に応じて変更や修正等、最適化を図ります。 

原則として、５年後の令和８年度を目途に中間評価を行い、構想の見直しを行います。 

 

 

図 26 本構想の取組工程 

中期 長期

令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６～８年度 令和９～12年度

剪定枝を利用した
発電事業

廃食用油の燃料
化、活用

排水中の油分抽
出・燃料化

プロジェクト
短期

製材おが粉を利
用した木質ペレッ
トの製造

施策

将来的な活用方法の検討

薪・ペレットストー
ブと木質ペレット・
ブリケット利用促
進

木質バイオマスの
利用促進

きのこ廃培の地利用促進

食品廃棄物の利用促進

複数バイオマス資
源のバイオブリ
ケット化

その他のバイオマ
ス活用

材の搬出作業システムの構築

木質バイオマス利用地域モデルの創出と連携

ペレット製造施設整備

粉砕・乾燥設備の整備

「連携中枢都市圏」取組拡大の検討

市有施設へのストーブやボイラー導入検討

事業検討、補助金調査

原料の収集 変換施設 製品・利用 検討実 施

作業システムの実施

施設の稼働

自家利用、薪ストーブでの活用検討

施設の稼働 増産検討・構築 ペレット増産

原料調達量UP、効率的な収集方法の具現化新規材料利用、効率的な収集方法検討 調達状況・量の見直し

増産検討・構築

利用先拡大の検討 利用量UP

薪・ペレットストーブ製造検討 薪・ペレットストーブ販売

バイオマスキャンペーンによる普及啓発販売・普及ルート検討

ストーブ・ボイラー導入

候補地選定、事業化準備 発電施設建設 施設の稼働

施設更新と調整実施、補助金申請 設備の整備、乾燥方法構築

再生化、飼料化、バイオガス化など活用方法の検討 培地活用促進

発電施設建設

事業の構想・基本計画

事業の構想・基本計画 適地選定、参画企業選定 施設の稼働

消化液の有効利用調査 熱源の有効活用及び災害時電源としての有効活用調査 熱・消化液・緊急電源活用

事業検討、補助金調査
設備更新時期検討、

補助金申請準備
設備更新、廃食用油活用

技術調査 技術転換検討

抽出油の燃料利用検討・試験（農業用施設暖房や発電所利用）
油水分離施設

整備
発電施設整備 施設の稼働
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7.2 進捗管理の指標例 

本構想の進捗状況の管理指標例を、プロジェクトごとに表 30に示します。 

 

表 30 進捗管理の指標例 

施 策 進捗管理の指標 

１ 
全 体 

（基本方針） 

＜バイオマスの利用状況＞ 

・各バイオマスの利用量及び利用率と目標達成率 

・エネルギー（電気・熱）生産量、地域内利用量（地産地消

率） 

・目標達成率が低い場合はその原因 

・バイオマス活用施設におけるトラブルの発生状況 

・廃棄物処理量（可燃ごみ量、ごみ質、組合負担金等） 

・これらの改善策等 

＜バイオマス活用施設整備の場合＞ 

・計画、設計、地元説明、工事等が工程通りに進んでいるか 

・遅れている場合はその原因や対策等 

２
（
重
点
） 

木質バイ

オマスの

利用促進 

製材おが粉を利用

した木質ペレット

の製造 

・間伐面積及び間伐材積 

・間伐材の搬出量、素材等利用量（販売量）、チップ化・ペ

レット化量 

・発電、コージェネレーション施設における発電量、熱利用

量、売電量、売電価格、熱供給量 

・製材工場残材の利用用途及び利用量 

・全体の製品量の販売利用量、地域内利用量（地産地消率） 

複数バイオマス資

源のバイオブリケ

ット化 

・利用バイオマス資源の種類、割合 

・原料となるバイオマスの利用量及び利用率 

・バイオブリケット製造量 

・バイオブリケット利用用途（自社、他社展開、薪ストーブ

活用）及び利用率 

・バイオブリケット利用施設での熱利用量 

薪・ペレットスト

ーブと木質ペレッ

ト・ブリケット利

用促進 

・薪・ペレット製造量 

・薪・ペレットストーブ販売量（導入量） 

・薪・ペレット・バイオブリケットの販売量 

・薪・ペレット・バイオブリケットの利用量、利用率 

剪定枝を利用した

発電事業 

・利用バイオマスの調達状況、量 

・利用バイオマスの利用量及び処理費用 

・発電、コージェネレーション施設における発電量、熱利用

量、売電量、売電価格、熱供給量 

・灰の活用量 
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３
（
重
点
） 

きのこ廃培地の利用促進 

・きのこ廃培地の排出量 

・きのこ廃培地の利用用途と利用量及び処理費用、地域内利

用量 （地産地消率） 

４
（
重
点
） 

食品廃棄物の利用促進 

・利用バイオマスの利用量及び処理費用 

・バイオガスの発生量 

・発電量、熱利用量、売電量、売電価格、熱供給量、地域内

利用量 （地産地消率） 

・消化液及び固形残渣の発生量と利用方法、処理費用、地域

内利用量（地産地消率） 

５ 

その他の

バイオマ

ス活用 

廃食用油の燃料

化、活用 

・廃食用油の回収量 

・廃食用油の変換量（２号油、BDF） 

・変換した燃料の利用用途、利用量、割合 

排水中の油分抽

出・燃料化 

・一般廃棄物(雑排水・合併浄化槽)及び産業廃棄物(飲食店・

食品工場の汚泥)の回収量 

・抽出油量 

・抽出油の利用用途、利用量、割合 

６ 将来的な活用方法の検討 

・市内バイオマスの収集状況、量 

・新規技術の実用化度 

・技術導入・技術転換可否 
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7.3 効果の検証 

7.3.1 取組効果の客観的検証 

本構想を実現するために実施する各事業化プロジェクトの取組効果の検証(中間評価）

は、各プロジェクトの実行計画に基づき事業者が主体となって５年ごとに実施します。（バ

イオマス利用量等は、統計値も活用して推計していることから、毎年の検証が困難） 

具体的には、構想の策定から５年間が経過した時点で、バイオマスの利用量・利用率及

び具体的な取組内容の経年的な動向や進捗状況を把握し、必要に応じて目標や取組内容を

見直す「中間評価」を行います。 

また、計画期間の最終年度においては、バイオマスの利用量・利用率及び具体的な取組

内容の進捗状況、本構想の取組効果の指標について把握し、事後評価時点の構想の進捗状

況や取組の効果を評価します。 

本構想の実効性は、PDCAサイクルに基づく環境マネジメントシステムの手法を用いて継

続して実施することにより効果の検証と課題への対策を行い、実効性を高めていきます。

また効果の検証結果を踏まえ、必要に応じて構想の見直しを行います。 

なお、中間評価並びに事後評価については、必要に応じて長野市環境審議会等に報告し

意見を求め、各評価以降の構想等の推進に反映します。 

一方で、令和４年４月改定予定の長野市環境基本計画の中で、本構想の取組も含めた市

内バイオマス利活用の推進を目的とした指標（KPI）盛込みを検討しています。バイオマス

利用量・利用率といった数値以外に、各プロジェクトの進捗状況・効果を測定できる指標

（表 30 の例等から検討）を設定することで、毎年の検証が行える仕組みの検討も行いま

す。 

図 27 PDCAサイクルによる進捗管理及び取組効果の検証 
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7.3.2 中間評価と事後評価 

（１）中間評価 

計画期間の中間年となる令和８年度に実施します。 

 

１）バイオマスの種類別利用状況 

2.1項の表で整理したバイオマスの種類ごとに、５年経過時点での賦存量、利用量、

利用率を整理します。 

これらの数値は、バイオマス活用施設における利用状況、廃棄物処理施設の受入量

実績値、事業者への聞取り調査、各種統計資料等を利用して算定します。 

なお、できる限り全ての数値を毎年更新するように努めるとともに、把握方法につ

いても継続的に検証し、より正確な数値の把握、検証に努めます。 

 

２）取組の進捗状況 

7.1項の取組工程に基づいて、プロジェクトごとに取組の進捗状況を確認します。 

利用量が少ない、進捗が遅れている等の場合は、原因や課題を整理します。 

 

３）構想見直しの必要性 

進捗状況の確認で抽出された原因や課題に基づいて、必要に応じて目標や取組内容

を見直します。 

 

①課題への対応 

各取組における課題への対応方針を整理します。 

 

②構想見直しの必要性 

①の結果を基に、長野市バイオマス産業都市構想や各施策（プロジェクト）の実行

計画の見直しの必要性について検討します。 

 

４）構想の実行 

目標や構想を見直した場合を含めて、その達成に向けた取組を実施します。 

 

（２）事後評価 

計画期間が終了する令和 12 年度を目途に、計画期間終了時点における（１）と同じ

「バイオマスの種類別利用状況」「取組の進捗状況」に加えて、以下の項目等について実

施します。 

 

１）効果の測定 

バイオマスの利用量・利用率以外に、本市町村の取組の効果を評価・検証する指標

により効果を測定します。 

評価指標は 7.2項の例を参考にして測定します。 
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２）改善措置等の必要性 

進捗状況の確認や評価指標による効果測定等により抽出された各取組の原因や課題

について、次期構想の策定とともに改善措置等の必要性を検討・整理します。 

 

３）総合評価 

計画期間全体の達成状況について総合評価を行います。 

前項で検討・整理した改善措置等の必要性や社会情勢の変化等を踏まえ、計画期間

終了後の目標達成の見通しについて検討・整理します。 

長野市環境審議会等に上記内容を報告し、次期構想策定に向けた課題整理や今後有

効な取組について助言を得て検討を行います。 

  



84 

 

８ 他の地域計画との有機的連携 

本構想は、市の計画において「幸せ実感都市『ながの』～“オールながの”で未来を創

造しよう～」の実現を目指す「長野市総合計画」を最上位計画として、個別の計画や構想、

長野県における種々の計画等との連携・整合を図りながら、バイオマス産業都市の実現を

目指します。 

このほか、必要に応じて、周辺自治体や長野県等を含む関係機関における構想・計画・

取組等とも連携を図りながら推進します。 

 

図 28 長野市バイオマス産業都市構想の位置付け 

 

 

 

 

第 五 次 長 野 市 総 合 計 画 

幸せ実感都市『ながの』 

～“オールながの”で未来を創造しよう～ 

・市民の「幸せ」の実現 

・「持続可能な」まちづくりの推進 

・「長野市らしさ」の発揮と「まちの活力と魅力」の創出 
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